
第
一
節　

問
題
の
所
在

　

本
論
文
の
目
的
は
道
策・

道
榮
撰
〈
法
華
疏（

１
）〉

の
逸
文
が
、
紀
国
寺
慧
浄（

２
）（

五
七
八
～
六
五
九
？
）
撰
『
妙
法
蓮
華
経
纉
述
』（
略
称

『
法
華
纉
述
』）
と
密
接
に
関
連
す
る
文
献
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
そ
の
意
味
を
問
題
提
起
す
る
た
め
に
〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
と
い

う
作
業
仮
説
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
「
道
策・

道
榮
」
と
併
記
し
て
い
る
の
は
、
両
者
の
一
異
が
確
定
で
き
な
い
こ
と
に
よ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
、
ま
ず
問
題
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

研
究
の
発
端
は
、
私
が
示
観
房
凝
然
（
一
二
四
〇
～
一
三
二
一
）
の
『
法
華
疏
慧
光
記
』（
略
称
『
慧
光
記
』）
に
「
道
策
云
」「
策
云
」

等
と
し
て
約
六
〇
回
引
用・

言
及
さ
れ
る
道
策
撰
〈
法
華
疏
〉（
仮
称
『
道
策
法
華
疏
』）
に
つ
い
て
研
究
を
始
め
た
こ
と
に
あ
る
。『
慧
光

記
』
は
、
伝
上
宮
王
（
聖
徳
太
子
）
撰
『
法
華
義
疏
』
の
註
釈
書
で
あ
る
。
凝
然
は
、
そ
の
「
本
義
」
の
光
宅
寺
法
雲
（
四
六
七
～
五
二

九
）
撰
『
法
華
義
記
』
に
加
え
て
、
主
と
し
て
天
台
智
者
大
師
智
顗
（
五
三
八
～
五
九
七
）
撰
『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』（
略
称
『
法
華
文

句
』）、
嘉
祥
大
師
吉
蔵
（
五
四
九
～
六
二
三
）
撰
『
法
華
義
疏
』、
慈
恩
大
師
基
（
六
三
二
～
六
八
二
）
撰
『
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
』（
略
称
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『
法
華
玄
賛
』）、
そ
し
て
『
道
策
法
華
疏
』
を
引
用・

言
及
す
る（

３
）。

簡
単
に
い
え
ば
、『
慧
光
記
』
は
伝
上
宮
王
撰
『
法
華
義
疏
』
の
註
釈

を
基
軸
に
し
な
が
ら
、
法
雲・

智
顗・

吉
蔵・

基・

道
策
の
五
人
の
〈
法
華
疏
〉
を
総
合
し
た
文
献
と
言
え
る
。『
慧
光
記
』
の
大
半
は
散

逸
し
て
い
る
の
で
、
凝
然
が
『
慧
光
記
』
撰
述
の
際
に
利
用
し
た
文
献
の
全
貌
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
残
存
部
分
か
ら
上
記
の
五
人
の

著
作
が
そ
の
中
心
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
私
は
、〈
法
華
疏
〉
の
撰
述
者
と
し
て
有
名
な
法
雲・

智
顗・

吉
蔵・

基
の
四
人
と
並
ん

で
、
無
名
の
道
策
の
〈
法
華
疏
〉
が
五
人
目
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
強
い
関
心
を
懐
い
た
。

　

従
来
『
道
策
法
華
疏
』
は
殆
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
私
は
、〈
法
華
疏
〉
研
究
者
の
金
炳
坤
氏
に
相
談
し
た（

４
）。

金
炳
坤
氏
は
二

つ
の
こ
と
を
ご
教
授
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
第
一
は
、
私
が
見
落
と
し
て
い
た
福
原
隆
善
氏
の
「
凝
然
と
法
華
経
」
の
参
照
指
示（

５
）。

第
二
は
、

慧
浄
『
法
華
纉
述
』
の
テ
ク
ス
ト
デ
ー
タ
の
提
供
で
あ
る（

６
）。

相
談
し
た
時
点
で
、
金
炳
坤
氏
も
福
原
論
文
や
道
策
に
関
す
る
知
識
を
あ
ま

り
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
結
果
的
に
そ
の
ご
教
授
は
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
直
ぐ
に
判
明
す
る（

７
）。

　

第
一
の
福
原
論
文
は
、『
慧
光
記
』
所
引
の
『
道
策
法
華
疏
』
の
先
行
研
究
と
し
て
大
変
に
優
れ
た
論
文
で
あ
る
。
基
礎
と
な
る
多
く
の

資
料
を
収
集
し
、『
慧
光
記
』
所
引
『
道
策
法
華
疏
』
と
概
ね
一
致
す
る
文
章
を
、
敦
煌
出
土
文
献
『
法
華
経
疏
』（S.4107

、
擬
題
、
大

正
八
五
所
収
）
に
三
個
所
指
摘
し
た（

８
）。

さ
ら
に
、『
慧
光
記
』
が
「
道
策
」
と
表
記
す
る
人
物
を
「
道
榮
」
の
誤
写
で
あ
る
と
い
う
結
論
に

到
達
し
て
い
た
。
こ
の
道
榮
は
『
東
域
伝
灯
目
録
』
で
は
〈
法
華
疏
〉
七
巻
を
撰
述
し
た
人
物
で
あ
る（

９
）。

福
原
論
文
の
前
後
に
もS.4107

に
関
す
る
研
究
は
存
在
し
た
が
、
後
続
の
研
究
者
は
誰
も
福
原
論
文
を
参
照
し
て
い
な
い
た
め
に
、S.4107

と
『
慧
光
記
』
所
引
『
道
策

法
華
疏
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
進
展
し
な
か
っ
た
。
こ
の
中
に
金
炳
坤
氏
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
調
べ
た
限
り
で
は
、
福
原
氏
自
身
も
『
道

策
法
華
疏
』
をS.4107

と
結
び
つ
け
た
だ
け
で
、
他
の
敦
煌
出
土
〈
法
華
疏
〉
と
は
関
連
づ
け
て
い
な
い
。
従
っ
て
、『
道
策
法
華
疏
』
は

S.4107

以
外
の
文
献
と
の
関
連
性
を
探
る
必
要
が
あ
る
と
、
私
は
考
え
た
。
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第
二
の
慧
浄
『
法
華
纉
述
』
の
問
題
と
は
何
か
。
金
炳
坤
氏
か
ら
『
法
華
纉
述
』
の
テ
ク
ス
ト
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
て
調
査
を
開
始

し
て
間
も
な
く
、
私
は
『
道
策
法
華
疏
』
の
逸
文
と
殆
ど
一
致
す
る
複
数
の
文
章
を
『
法
華
纉
述
』
及
び
、
敦
煌
出
土
『
法
華
問
答
』

（S.2662
、
擬
題
、
大
正
八
五
所
収
）
に
発
見
し
た
。
つ
ま
り
福
原
論
文
の
成
果
を
加
味
す
れ
ば
、『
道
策
法
華
疏
』
は
慧
浄
『
法
華
纉
述
』

『
法
華
問
答
（S.2662

）』『
法
華
経
疏
（S.4107

）』
と
殆
ど
一
致
す
る
本
文
を
共
有
す
る
文
献
と
言
え
る
。
す
で
に
金
炳
坤
氏
は
『
法
華
纉

述
』
と
『
法
華
問
答
（S.2662

）』『
法
華
経
疏
（S.4107

）』
と
が
共
通
の
文
章
を
持
つ
文
献
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で

）
（1
（

、
こ
こ

に
『
道
策
法
華
疏
』
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
金
炳
坤
氏
に
『
道
策
法
華
疏
』
の
共
同
研
究
を
提
案
し

快
諾
を
頂
い
た

）
（（
（

。

　

次
に
私
の
問
題
意
識
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
問
題
は
ど
の
よ
う
に
『
道
策
法
華
疏
』
を
位
置
づ
け
る
の
か
。
そ
の
一
点
に
か
か
っ
て
い

る
。
基
本
と
な
る
方
法
は
『
道
策
法
華
疏
』
の
全
逸
文
を
収
集
し
、
他
の
文
献
と
丁
寧
に
結
び
つ
け
、
各
文
献
の
成
立
順
序
を
推
定
す
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
方
法
だ
け
で
は
『
道
策
法
華
疏
』
は
〈
法
華
疏
〉
研
究
史
に
お
い
て
埋
没
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
感
じ
た
。
と

い
う
の
も
次
節
に
お
い
て
〈
法
華
章
疏
〉
の
研
究
史
を
略
述
す
る
よ
う
に
、
従
来
の
〈
法
華
章
疏
〉
研
究
は
日
本
に
伝
承
さ
れ
た
有
名
な

註
釈
家
た
ち
の
研
究
を
中
心
に
し
て
展
開
し
て
お
り
、
敦
煌
写
本
や
後
世
の
著
作
に
引
用
さ
れ
た
逸
文
に
依
拠
し
た
研
究
は
殆
ど
評
価
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
敦
煌
出
土
の
写
本
や
後
世
の
著
作
に
残
さ
れ
た
逸
文
が
部
分
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
作
者
や
成

立
年
代
も
未
詳
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
一
番
大
き
な
問
題
は
、
日
本
人
の
中
国
仏
教
研
究
が
日
本
仏
教

諸
教
団
の
源
流
を
探
求
す
る
祖
師
研
究
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。〈
法
華
章
疏
〉
研
究
の
中
心
が
智
顗
と
吉
蔵
を
対
象

に
し
て
い
る
こ
と
は
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
日
本
の
「
天
台
宗
」
と
「
三
論
宗
」
の
源
流
研
究
を
主
な
動
機
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
事
情
の
下
で
は
『
道
策
法
華
疏
』
は
埋
没
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
と
い
う
作
業
仮
説
的
な
概
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念
を
提
起
し
て
、
そ
の
中
に
『
道
策
法
華
疏
』
を
位
置
づ
け
よ
う
と
考
え
た
。

　

敦
煌
出
土
〈
法
華
章
疏
〉
と
比
較
し
て
、『
道
策
法
華
疏
』
に
は
際
立
っ
た
特
徴
が
二
つ
あ
る
。

　

第
一
の
特
徴
は
作
者
名
が
一
応
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
作
者
名
の
無
い
文
字
通
り
無
名
の
文
献
に
多
く
の
人
た
ち
の
興
味
を

喚
起
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
事
実
、
大
正
八
五
巻
が
編
纂
さ
れ
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
〈
法
華
章
疏
〉

に
関
心
を
寄
せ
た
研
究
者
は
数
名
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
『
道
策
法
華
疏
』
は
、「
道
策
」
と
「
道
榮
」
の
一
異
を
確
定
す
る
必
要

が
あ
る
が
一
応
作
者
名
は
残
っ
て
い
る
。

　

第
二
の
特
徴
は
、『
法
華
纉
述
』
に
関
連
す
る
他
の
文
献
の
多
く
が
、『
法
華
纉
述
』
の
抄
出
に
近
い
形
態
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、『
道

策
法
華
疏
』
は
『
法
華
纉
述
』
に
含
ま
れ
な
い
文
章
を
持
ち
、
さ
ら
に
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
と
共
通
の
文
章
を
有
す
る
。
つ
ま
り
『
道
策

法
華
疏
』
は
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
と
慧
浄
『
法
華
纉
述
』
と
の
関
係
性
の
中
で
も
、
そ
の
位
置
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
文
献
な
の
で
あ
る
。

第
二
の
特
徴
を
勘
案
す
れ
ば
、『
道
策
法
華
疏
』
の
史
的
な
位
置
を
探
る
た
め
に
は
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
と
の
関
係
性
を
強
調
す
る
こ
と
も

必
要
で
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
慧
浄
『
法
華
纉
述
』
と
の
関
係
性
を
強
調
す
る
こ
と
を
優
先
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
敦
煌
出
土
〈
法
華
章

疏
〉
の
多
く
は
、『
法
華
纉
述
』
と
の
関
係
が
強
い
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
ら
無
名
の
文
献
群
を
含
め
て
『
道
策
法
華
疏
』
を
位
置
づ
け
る
に

は
、『
法
華
纉
述
』
の
史
的
な
位
置
を
探
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
節　
〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
と
〈
法
華
章
疏
〉
研
究
史

　

本
節
で
は
、『
道
策
法
華
疏
』
逸
文
を
研
究
す
る
上
で
有
効
な
見
取
り
図
、〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
と
い
う
仮
説
モ
デ
ル
を
提
起
し
た

い
。
金
炳
坤
氏
は
「
新
法
華
教
学
史
の
体
系

）
（1
（

」
を
目
標
に
据
え
て
、〈
法
華
章
疏
〉
の
写
本
研
究
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
一
連
の
研
究
の
中
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で
私
が
取
り
分
け
注
目
す
る
の
は
、
慧
浄
『
法
華
纉
述
』
を
基
準
に
し
て
無
名
の
〈
法
華
疏
〉
断
簡
を
文
献
成
立
的
観
点
か
ら
位
置
づ
け

る
作
業
で
あ
る
。
金
炳
坤
氏
の
研
究
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
七
世
紀
前
半
、
隋
唐
革
命
を
経
て
も
な
お
、
都
と
し
て
機
能
す

る
長
安
の
仏
教
界
、
そ
し
て
時
代
を
代
表
す
る
紀
国
寺
慧
浄

）
（1
（

と
『
法
華
纉
述
』
の
姿
で
あ
る
。

　
〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
と
は
、
紀
国
寺
慧
浄
撰
『
妙
法
蓮
華
経
纉
述
』
に
結
び
つ
く
一
群
の
〈
法
華
章
疏
〉
に
対
し
て
、
こ
こ
で
初
め

て
提
起
す
る
作
業
仮
説
的
な
用
語
で
あ
る

）
（1
（

。
金
炳
坤
氏
の
一
連
の
研
究
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
国・

韓
国
の
〈
法
華
章
疏
〉
の
中
に
、

『
法
華
纉
述
』
と
関
係
を
も
ち
、
そ
の
関
係
性
に
よ
っ
て
文
献
的
位
置
を
想
定
で
き
る
一
群
の
〈
法
華
章
疏
〉
が
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な

特
徴
を
持
つ
複
数
の
文
献
が
撰
述
さ
れ
た
こ
と
を
明
示
し
、〈
法
華
章
疏
〉
研
究
の
中
で
埋
没
し
な
い
よ
う
に
願
い
を
込
め
て
〈
紀
国
寺
法

華
文
献
群
〉
と
名
づ
け
た
。「
紀
国
寺
」
は
慧
浄
が
住
持
し
た
寺
院
の
寺
号
で
あ
り
、
彼
の
果
た
し
た
重
要
な
役
割
に
敬
意
を
表
し
て
、
か

く
命
名
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
は
紀
国
寺
で
撰
述
さ
れ
た
文
献
で
は
な
く
、
ま
た
慧
浄
と
師
資
関
係
を
持

つ
人
々
の
著
作
で
あ
る
か
も
問
わ
な
い
。
唯
一
の
条
件
は
『
法
華
纉
述
』
と
結
び
つ
く
こ
と
な
の
で
、
該
当
文
献
の
著
者
が
異
な
る
「
学

派
」「
宗
派
」
に
属
す
る
こ
と
も
妨
げ
な
い

）
（1
（

。〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
の
中
核
が
想
定
で
き
た
暁
に
は
、
そ
の
中
核
と
結
び
つ
く
文
献
に

も
範
囲
を
広
げ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
の
主
題
、
道
策・

道
榮
撰
〈
法
華
疏
〉
も
、『
法
華
纉
述
』
と
密
接
に
関
連
す
る
文
献
と

い
う
意
味
に
お
い
て
〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
の
中
核
を
担
う
文
献
で
あ
る
。
現
在
判
明
し
て
い
る
限
り
〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
著
作
を
列
挙
し
て
お
く
。

〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉

⑴	

紀
国
寺
慧
浄
撰
『
妙
法
蓮
華
経
纉
述

）
（1
（

』（
松
廣
寺
聖
宝
博
物
館
所
蔵
、
巻
第
一・

二・

五・

六
、BD

03215

〈
致
15
〉、『
敦
煌
宝

蔵
』
第
九
七
冊
）
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⑵S.6494

）
（1
（

（
擬
題
『
妙
法
蓮
華
経
論
義
』、『
敦
煌
宝
蔵
』
第
四
七
冊
）

⑶S.4107

）
（1
（

（
擬
題
『
法
華
経
疏
』、『
敦
煌
宝
蔵
』
第
三
四
冊
、
大
正
八
五
所
収
）

⑷S.2662

）
（1
（

（
擬
題
『
法
華
問
答
』、『
敦
煌
宝
蔵
』
第
二
二
冊
、
大
正
八
五
所
収
）

⑸BD
05811

）
11
（

（
擬
題
『
法
華
経
疏
〈
菜
一
一
〉』、『
敦
煌
宝
蔵
』
第
九
七
冊
）

⑹
道
策・
道
榮
撰
〈
法
華
疏

）
1（
（

〉（
主
に
『
慧
光
記
』
所
引
の
逸
文
、『
妙
法
蓮
華
経
賛
述
』
か
）

⑺
義
寂
釈・

義
一
撰
『
法
華
経
論
述
記

）
11
（

』（
京
都
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
、
宮
内
庁
聖
語
蔵
、
東
大
寺
所
蔵
）

⑻
円
弘
撰
『
妙
法
蓮
華
経
論
子
注
』
三
巻

）
11
（

（
上
巻
＝
宮
内
庁
聖
語
蔵
、
下
巻
＝
称
名
寺
）

⑼
鏡
水
寺
栖
復
集
『
法
華
経
玄
賛
要
集

）
11
（

』

⑽
示
観
房
凝
然
撰
『
法
華
疏
慧
光
記

）
11
（

』（
東
大
寺
所
蔵
）

　

先
述
し
た
よ
う
に
〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
を
問
題
提
起
す
る
意
味
は
、〈
法
華
章
疏
〉
研
究
の
中
で
新
し
い
領
域
を
明
示
し
た
い
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
見
に
基
づ
き
〈
法
華
章
疏
〉
研
究
史
を
三
つ
の
領
域
に
区
別
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
の
中
国
〈
法
華
章
疏
〉
研
究
領
域
は
、
中
国
南
地
を
主
と
す
る
〈
法
華
疏
〉
研
究
で
あ
る

）
11
（

。
主
に
南
地
の
竺
道
生
（
三
五
五
？
～

四
三
四
）・

法
雲・

吉
蔵・

智
顗
の
四
人
の
著
作
を
主
要
な
研
究
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
光
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
影
と
し
て
北
地

の
基
『
法
華
玄
賛
』
も
組
み
込
ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う
な
第
一
の
〈
法
華
章
疏
〉
研
究
領
域
の
必
然
性
は
、
日
本
に
現
存
す
る
中
国
の
〈
法

華
章
疏
〉
が
南
地
成
立
の
文
献
に
偏
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
文
献
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
は
研
究
は
始
ま
ら
な
い
。
し
か
し
第
一
の
〈
法

華
章
疏
〉
研
究
は
、
必
ず
し
も
中
国
の
歴
史
的
実
態
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
第
一
の
〈
法
華
章
疏
〉

研
究
で
扱
わ
れ
た
文
献
の
大
半
は
、
日
本
の
仏
教
諸
教
団
が
伝
承
し
て
き
た
文
献
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
日
本
の
仏
教
、
あ
る
い
は
そ
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の
宗
派
体
制
を
中
国
に
投
影
し
た
研
究
で
も
あ
る
。
先
述
し
た
〈
法
華
章
疏
〉
の
作
者
の
う
ち
、
竺
道
生
を
除
け
ば
、
す
べ
て
日
本
仏
教

の
祖
師
や
源
流
と
見
做
さ
れ
て
い
る
人
々
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
第
一
の
研
究
領
域
は
、
こ
の
分
野
を
牽
引
し
て
き
た
古
典
的
研
究
で
も

あ
り
な
が
ら
、
日
本
仏
教
諸
宗
派
の
価
値
観
を
中
国
に
投
影
し
て
い
る
点
で
再
考
を
必
要
と
す
る
。

　

そ
し
て
第
一
の
〈
法
華
章
疏
〉
研
究
は
、
平
井
俊
榮
氏
の
『
法
華
文
句
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』
に
お
い
て
頂
点
を
む
か
え
る

）
11
（

。
平
井

氏
は
、
智
顗
『
法
華
文
句
』
と
吉
蔵
〈
法
華
疏
〉
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
法
華
文
句
』
は
智
顗
没
後
の
成
立
で
あ
る
こ
と
を
論
証

し
た
。
こ
の
論
証
は
、
従
来
、
中
国
を
代
表
す
る
〈
法
華
疏
〉
の
大
家
と
見
做
さ
れ
て
き
た
智
顗
の
位
置
を
一
変
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
文
献
学
上
、
智
顗
は
〈
法
華
疏
〉
の
大
家
ど
こ
ろ
か
、
個
人
と
し
て
〈
法
華
疏
〉
の
作
者
と
し
て
も
位
置
づ
け
難
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。
智
顗
以
後
の
「
中
国
天
台
宗
」
に
お
い
て
、
智
顗
の
名
を
付
し
て
伝
承
さ
れ
た
〈
法
華
疏
〉
の
重
要
性
は
失
わ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
も
の
の
、
智
顗
自
身
の
中
国
仏
教
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
、
従
来
、
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
不
動
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。

平
井
氏
の
研
究
領
域
は
、
吉
蔵
と
智
顗
と
い
う
第
一
の
〈
法
華
疏
〉
の
研
究
領
域
に
属
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
問
題
意
識
の
鋭
さ
に
よ
っ

て
第
二
の
研
究
領
域
を
切
り
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

第
二
の
中
国
〈
法
華
章
疏
〉
研
究
領
域
は
、
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
か
ら
基
『
法
華
玄
賛
』
へ
の
展
開
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
は

末
光
愛
正
氏
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
領
域
で
あ
る

）
11
（

。
末
光
氏
は
、
吉
蔵
と
智
顗
の
〈
法
華
疏
〉
の
関
係
性
を
問
い
質
し
た
平
井
俊
榮
氏
の

研
究
成
果
を
受
け
て
、
吉
蔵
か
ら
基
へ
〈
法
華
疏
〉
の
展
開
に
研
究
領
域
を
広
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
提
起
に
お
い
て
重
要
な
の
は

次
の
二
点
で
あ
る
。

　

第
一
点
は
、
基
『
法
華
玄
賛
』
と
智
顗
〈
法
華
疏
〉
と
の
関
係
で
あ
る
。
布
施
浩
岳
氏
は
、
基
『
法
華
玄
賛
』
の
成
立
背
景
に
智
顗
〈
法

華
疏
〉
へ
の
対
抗
意
識
を
読
み
込
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
末
光
氏
は
、
布
施
氏
が
『
法
華
玄
賛
』
に
お
け
る
智
顗
〈
法
華
疏
〉
の
具
体
的
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な
引
用・

言
及
を
指
摘
し
な
い
ま
ま
立
論
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
布
施
説
に
疑
問
を
提
示
し
た
。
こ
の
第
一
点
目
の
指
摘
は
今
後
も
繰

り
返
し
想
起
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
一
般
に
日
本
で
は
智
顗
を
〈
法
華
疏
〉
の
大
家
と
見
做
し
て
い
る
が
、
中
国
、

と
り
わ
け
初
唐
か
ら
中
唐
の
段
階
で
も
同
様
の
認
識
が
あ
っ
た
の
か
疑
問
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
金
炳
坤
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
鏡
水
寺
栖
復
の
『
法
華
経
玄
賛
要
集
』
で
は
、
世
間
で
隆
盛
し
て
い
る
〈
法
華
疏
〉
の
大
家
と
し
て
「
天
台・

紀
国・

嘉
祥・

慈

恩
」
の
四
人
を
挙
げ
て
い
る
が

）
11
（

、
多
く
引
用・

言
及
さ
れ
る
の
は
紀
国
寺
慧
浄
（
七
九
回
）
と
嘉
祥
大
師
吉
蔵
（
七
二
回
）
で
あ
っ
て
、

天
台
智
顗
（
六
回
）
の
そ
れ
と
は
比
肩
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
栖
復
が
智
顗
の
『
法
華
文
句
』
を
知
り
な
が
ら
も
目
立
っ
た
言
及
を
し

な
い
の
は
、『
法
華
玄
賛
』
の
成
立
に
『
法
華
文
句
』
が
無
関
係
か
、
吉
蔵
や
慧
浄
に
比
し
て
智
顗
の
重
要
性
が
低
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
お
そ
ら
く
初
唐・

中
唐
に
至
る
ま
で
、
中
国
の
〈
法
華
疏
〉
の
成
立
史
は
智
顗
と
は
殆
ど
関
係
な
く
進
展
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

第
二
点
は
、
末
光
氏
は
『
法
華
玄
賛
』
の
成
立
背
景
に
智
顗
〈
法
華
疏
〉
を
想
定
す
る
の
は
根
拠
が
乏
し
い
と
論
じ
た
上
で
、
基
『
法

華
玄
賛
』『
大
乗
法
苑
義
林
章
』
に
お
い
て
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

）
11
（

。
つ
ま
り
末
光
氏
は
、
吉
蔵
『
法
華

義
疏
』
か
ら
基
『
法
華
玄
賛
』
の
展
開
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
平
井
俊
榮
氏
も
末
光
氏
の
問
題
提
起
の
重
要
性
を
追

認
し
た
上
で
、
さ
ら
に
補
足
資
料
を
提
示
し
て
い
る

）
1（
（

。
こ
の
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
か
ら
基
『
法
華
玄
賛
』
へ
の
展
開
と
い
う
視
点
は
、
従

来
、
南
地
の
〈
法
華
章
疏
〉
の
作
者
た
ち
に
対
し
て
影
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
基
『
法
華
玄
賛
』
に
も
光
を
当
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

末
光
氏
の
視
点
は
、〈
法
華
疏
〉
の
大
家
と
し
て
の
智
顗
の
位
置
を
疑
問
に
付
し
た
平
井
俊
榮
氏
の
研
究
成
果
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

た
だ
し
、
末
光
氏
は
吉
蔵
と
基
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
五
性
各
別
説
と
い
う
思
想
的
観
点
を
テ
ー
マ
と
し
た
た
め
に
、
議
論
は
「
吉

蔵
は
一
分
不
成
仏
論
者
な
の
か
、
一
切
皆
成
仏
論
者
な
の
か
」
と
い
う
思
想
問
題
に
展
開
し
た
。
こ
の
展
開
に
寄
与
し
た
の
は
奥
野
光
賢
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氏
で
あ
る

）
11
（

。
末
光
氏
と
奥
野
氏
の
議
論
は
、
吉
蔵
の
思
想
解
明
と
い
う
点
で
は
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
今
後
も
繰
り
返
し
論
じ
る
必
要
の

あ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
し
か
し
私
見
に
よ
れ
ば
、『
法
華
義
疏
』
か
ら
『
法
華
玄
賛
』
に
至
る
文
献
学
上
の
問
題
は
未
発
展
な
領
域
に
留

ま
っ
た

）
11
（

。

　

と
り
わ
け
発
展
さ
せ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
は
、
隋・

唐
の
都
、
長
安
に
お
け
る
〈
法
華
疏
〉
の
展
開
で
あ
る
。
吉
蔵
は
南
地
出
身
で
あ

り
、
南
地
で
〈
法
華
疏
〉
を
撰
述
し
た
と
し
て
も
、
開
皇
一
七
年
（
五
九
七
）
に
長
安
日
厳
寺
に
入
寺
し

）
11
（

、
以
後
二
四
年
に
わ
た
る
後
半

生
を
長
安
で
過
ご
す
。
基
が
『
法
華
玄
賛
』
に
お
い
て
『
法
華
義
疏
』
を
参
照
し
て
い
る
の
は
、
吉
蔵
が
長
安
に
お
い
て
二
四
年
の
後
半

生
を
過
ご
し
、
長
安
仏
教
界
に
影
響
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
長
安
に
お
け
る
吉
蔵
の
活
動
は
〈
法
華
疏
〉
の
撰
述
を
南
地
か
ら
北
地

へ
と
転
換
さ
せ
る
強
い
原
動
力
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
横
超
慧
日・

平
井
俊
榮
の
両
氏
は
『
法
華
玄
論
』『
法
華
義
疏
』
の
撰
述
を
、

『
法
華
統
略
』
巻
上
本
の
記
述
に
依
拠
し
て
会
稽
時
代
の
著
作
と
想
定
し
て
い
る

）
11
（

。
し
か
し
、『
法
華
義
疏
』
に
は
「
長
安
」
の
語
が
三
個

所
あ
り
、
こ
の
う
ち
二
個
所
は
吉
蔵
が
長
安
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
示
す
内
容
で
あ
る

）
11
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
私
は
『
法
華
義
疏
』
が
長
安

で
撰
述
さ
れ
た
と
決
定
で
き
な
い
も
の
の
、「
長
安
」
に
関
す
る
記
述
を
吉
蔵
没
後
の
挿
入
と
見
做
さ
な
い
限
り
、
少
な
く
と
も
現
行
『
法

華
義
疏
』
は
、
長
安
に
お
い
て
吉
蔵
自
身
が
修
治・
補
訂
し
た
著
作
と
考
え
る
。
ま
た
「
長
安
」
の
語
が
吉
蔵
自
身
の
手
に
よ
る
も
の
で

な
く
と
も
、
文
意
か
ら
「
長
安
」
の
語
を
書
き
入
れ
た
人
は
長
安
在
住
な
の
で
、『
法
華
義
疏
』
が
長
安
で
流
布
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
か
ら
基
『
法
華
玄
賛
』
に
至
る
文
献
成
立
史
は
、
隋・

唐
の
都
、
長
安
仏
教
界
に
お
け
る
〈
法
華

疏
〉
の
展
開
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
の
中
国
〈
法
華
章
疏
〉
研
究
領
域
は
、
慧
浄
『
法
華
纉
述
』
に
関
す
る
研
究
領
域
で
あ
る
。
金
炳
坤
氏
が
開
拓
し
て
き
た

）
11
（

。
金
炳

坤
氏
以
前
、
す
で
に
矢
吹
慶
喜
氏
、
藤
枝
晃
氏
、
兜
木
正
亨
氏
、
上
山
大
峻
氏
、
平
井
宥
慶
氏
、
方
廣
錩
氏
な
ど
が
敦
煌
出
土
〈
法
華
疏
〉

（ 89 ）

道
策
・
道
榮
撰
〈
法
華
疏
〉
逸
文
と
〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉（
岡
本
一
平
）



断
簡
を
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、『
法
華
纉
述
』
が
未
発
見
の
段
階
だ
っ
た
た
め
に
、
残
念
な
が
ら
敦
煌
出
土
〈
法
華
章
疏
〉
の
一
部
を
史
的

に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た

）
11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
金
炳
坤
氏
は
『
法
華
纉
述
』
の
版
本
を
紹
介
し
、
そ
の
研
究
を
主
軸
に
す
る
こ

と
に
よ
り
敦
煌
出
土
の
〈
法
華
章
疏
〉
写
本
の
断
簡
を
『
法
華
纉
述
』
の
関
連
文
献
で
あ
る
と
論
証
し
た
。
金
炳
坤
氏
が
『
法
華
纉
述
』

の
関
連
文
献
と
し
て
整
理
さ
れ
た
の
は
、『
妙
法
蓮
華
経
論
義
（S.6494

）』『
法
華
問
答
（S.2662

）』『
法
華
経
疏
（S.4107

）』『
法
華
経

論
述
記
』『
妙
法
蓮
華
経
論
子
注
』『
法
華
経
玄
賛
要
集
』
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
三
書
は
既
に
平
井
宥
慶
氏
が
研
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、『
法
華
纉
述
』
が
未
発
見
で
あ
っ
た
た
め
に
『
法
華
纉
述
』
の
関
連
文
献
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
金
炳
坤
氏
に
よ
れ
ば

『
法
華
纉
述
』
関
連
文
献
は
次
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
。『
妙
法
蓮
華
経
論
義
（S.6494

）』
は
『
法
華
纉
述
』
の
抄
出
本
。『
法
華
問
答

（S.2662

）』
は
『
法
華
纉
述
』
の
末
註
。『
法
華
経
疏
（S.4107

）』
は
『
法
華
纉
述
』
の
抄
出
本
に
近
い
も
の
の
一
致
し
な
い
個
所
も
あ

る
。『
法
華
経
論
述
記
』
は
『
法
華
纉
述
』
の
「
五
分
釈
」
等
を
導
入
す
る
。

　

た
だ
し
金
炳
坤
氏
の
研
究
に
も
残
念
な
が
ら
問
題
は
残
る
。
そ
れ
は
主
に
敦
煌
出
土
の
マ
イ
ナ
ー
な
〈
法
華
章
疏
〉
の
研
究
に
専
念
す

る
あ
ま
り
、
メ
ジ
ャ
ー
な
〈
法
華
章
疏
〉
の
研
究
史
を
整
理
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
私
の
理
解
で
は
、『
法
華
纉
述
』
の
研
究
は

第
二
の
研
究
領
域
に
接
続
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
慧
浄
『
法
華
纉
述
』
は
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
と
基
『
法
華
玄
賛
』
の
間
の

時
期
に
撰
述
さ
れ
た
著
作
で
あ
り
、
し
か
も
『
法
華
義
疏
』
に
影
響
を
受
け

）
11
（

、『
法
華
玄
賛
』
に
言
及
さ
れ
る
文
献
だ
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。
そ
の

た
め
に
は
、『
法
華
義
疏
』
か
ら
『
法
華
玄
賛
』
の
展
開
を
指
摘
し
た
末
光・

平
井
両
氏
の
研
究
の
評
価
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
金
炳

坤
氏
の
研
究
に
は
末
光・

平
井
両
氏
が
新
し
い
研
究
領
域
を
開
拓
し
た
と
い
う
認
識
に
乏
し
い
。
つ
ま
り
、
私
は
、
金
炳
坤
氏
の
言
う
「
新

法
華
教
学
史
の
体
系
」
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、『
法
華
義
疏
』
か
ら
『
法
華
玄
賛
』
へ
の
展
開
の
中
間
地
点
に
『
法
華
纉
述
』
を
据
え
、

長
安
仏
教
界
に
お
け
る
〈
法
華
疏
〉
の
成
立
史
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
完
成
の
一
助
と
し
て
も
〈
紀
国
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寺
法
華
文
献
群
〉
を
提
起
し
た
い
。

第
三
節　

道
策・

道
榮
に
つ
い
て

　

本
節
で
は
、
福
原
氏
の
研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
道
策
と
道
榮
の
一
異
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
福
原
氏
は
『
慧
光
記
』
所
引
の
「
道
策
」

「
策
」
を
特
定
す
る
た
め
に
、
諸
文
献
を
参
照
し
て
「
策
」
と
「
榮
」
は
紛
ら
わ
し
い
の
で
「
道
策
」
は
「
道
榮
」
の
誤
写
と
結
論
づ
け

た
。
私
も
福
原
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、「
道
策
」
は
「
道
榮
」
の
誤
写
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
圧
倒
的
な
引
用
量
を

誇
る
『
慧
光
記
』
の
凝
然
自
筆
本
を
確
認
し
た
が
、
凝
然
は
「
道
策
」「
策
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
で
、
誤
写
だ
と
し
て
も
改
め
て
諸

資
料
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
福
原
氏
に
倣
い
目
録
類
を
参
照
す
れ
ば
〈
法
華
疏
〉
の
作
者
に
道
榮
は
記
録
さ
れ
る
も
の
の
、
道
策
は
存
在
し
な
い
。

『
法
相
宗
章
疏
』（
大
正
五
五
、
一
一
三
八
下
一
〇
）

法
華
疏
七
卷
〈
道
榮
述
〉

『
東
域
伝
灯
目
録
』（
大
正
五
五
、
一
一
四
九
中
一
六
、
一
一
五
六
中
一
二
）

同
〔
法
華
經
〕
疏
七
卷
〈
道
榮
（
甲
＝
宋
）
撰
內
云
『
贊
述
』。
可
入
三
論
宗
〉

同
〔
法
華
經
〕
論
疏
三
卷
〈
道
榮
師
〉

　

こ
の
二
種
の
目
録
に
よ
れ
ば
、
道
榮
は
『
法
華
疏
』
七
巻
、『
法
華
論
疏
』
三
巻
の
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

道
策
の
名
は
目
録
類
に
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
れ
は
福
原
氏
の
指
摘
通
り
で
あ
る
。

　

次
に
『
大
日
本
古
文
書
』
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
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①
「
写
疏
所
解
」
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
六
月
七
日
（『
古
文
書
』
第
九
巻
、
三
九
二
頁
）

写
疏
所
解　

申
見
所
写
并
未
写
疏
等
事
…

法
花
経
疏
十
巻
〈
法
宝
師
撰
〉
／
法
花
経
疏
八
巻
〈
玄
範
師
撰
〉
○
法
花
経
疏
十
二
巻
〈
吉
蔵
師
撰
／
在
観
世
音
寺
〉
／
法
華
経
疏

七
巻
〈
道
榮
師
撰
〉
○
法
花
経
疏
十
二
巻
〈
恵
浄
師
撰
／
在
観
世
音
寺
〉
／
法
花
経
疏
十
巻
〈
憬
興
師
撰
〉
法
花
経
疏
十
巻
〈
玄
一

師
撰
〉
／
法
花
経
略
讃
三
巻
〈
可
請
大
徳
之
所
〉
…
已
上
百
八
十
四
観
巻
疏
〈
百
七
十
四
巻
大
乗
／
十
巻
小
乗
〉
…

右
件
、
六
百
八
十
三
巻
、
依
無
本
、
所
未
写
／
以
前
、
律
論
章
疏
集
伝
記
等
、
見
所
写
并
未
写
、
検
定
如
前
、
謹
解
／
天
平
十
九
年

六
月
七
日
舎
人
少
初
位
上
志
斐
連
摩
呂
／
舎
人
正
八
位
上
田
辺
史
真
人

②
「
応
写
疏
本
勘
定
目
録
」
年
月
日
欠・

天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
六
月
六
月
二
十
六
日
類
収
（『
古
文
書
』
第
十
二
巻
、
一
三
頁
）

応
写
章
疏
等
〈
且
勘
定
交
名
進
上
如
左
、
但
莫
知
他
人
、
智
憬
／
等
之
所
視
也
〉

法
花
経
疏
一
部
〈
七
巻
道
榮
師
述　

在
大
安
寺
慶
俊
師
所
〉

③
「
写
書
布
施
勘
定
帳
」
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
九
月
廿
二
日
（『
古
文
書
』
第
十
二
巻
、
五
二
頁
）

法
花
経
疏
十
巻
〈
基
法
師

＊「
請
」
／
…
〉
又
四
巻
〈
上
宮
王
撰
〉
／
又
七
巻
〈
道
榮
師
〈
五
十
文
／
上
十
一
巻
〉
／
卅
千　

十
五
千　

三
千
七
百
五
十
〉
又
八
巻
〈
玄
範
師

＊「
請
」
／
…
〉
又
十
巻
〈
恵
（
慧
）
浄
師

＊「
請
」
／
…
〉
…

以
前
、
経
論
并
疏
章
伝
、
注
顕
如
右
、
謹
解
／
天
平
勝
宝
三
年
九
月
廿
二
日
維
那
僧
／
大
学
頭
／
少
学
頭

④
「
書
写
所
布
施
文
案
」
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
十
二
月
十
日
申
送
布
施
文
案
（『
古
文
書
』
第
三
巻
、
五
三
一
―
五
三
二
頁
）

栗
前
咋
万
呂
／
法
花
経
道
榮
師
疏
第
一
弓
〈
十
九
張
〉
銭
百
卅
三
文

竹
野
広
成
／
法
花
経
道
榮
師
疏
第
一
弓
〈
卅
三
張
〉
第
五
弓
〈
廿
四
張
〉
第
七
弓
〈
卅
八
張
〉
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山
守
馬
人
／
法
花
経
道
榮
師
疏
第
二
弓
〈
五
十
張
〉
銭
三
百
五
十
文

丹
波
宿
奈
万
呂
／
法
花
経
道
榮
師
疏
第
三
巻
〈
卌
六
〉

川
原
竈
門
／
法
花
経
道
榮
師
疏
第
四
巻
〈
卌
八
〉
第
六
弓
〈
卅
五
〉

土
師
人
上
／
法
花
経
道
榮
師
疏
第
五
弓
〈
廿
一
〉
銭
一
百
卌
七
文

⑤
「
経
疏
出
納
帳
」
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
二
月
十
九
日
（『
古
文
書
』
第
四
巻
、
九
三
―
九
四
頁
）

注
法
花
経
一
部
七
巻　

疏
十
巻
〈
基
法
師
〉　

又
疏
四
巻
〈
霊
範
師
〉
／
又
疏
七
巻
〈
道
策
〉　

又
疏
十
巻
〈
无
名　

之
中
第
五
巻
欠
〉　

又
疏
四
巻
〈
上
宮
王
撰
／
第
二
巻
欠
〉
／
…
又
疏
十
二
巻
〈
吉
蔵
師
〉　

又
疏
八
巻
〈
玄
範
師
〉　

又
疏
十
巻
〈
恵
浄
師
〉
／
无
量
義

経
疏
三
巻
〈
測
法
師
〉　

統
略
三
巻
〈
吉
蔵
師
〉
／
音
訓
二
巻
〈
曇
捷
師
〉

右
依
判
官
上
毛
野
君
主
典
阿
刀
連
天
平
勝
宝
五
年
二
月
十
九
日
宣
、
令
奉
請
／
標
瓊
師
所
、〈
即
使
〉

⑥
「
奉
写
章
疏
集
伝
目
録
」
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
五
月
七
日
類
収
（『
古
文
書
』
第
十
二
巻
、
五
三
五
頁
）

法
花
経
疏
一
部
七
巻
〈
道
榮
師
撰
〉　

三
百
十
四
張

⑦
「
宮
一
切
経
散
帳
」
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
）
二
月
一
日
（『
古
文
書
』
第
十
巻
、
三
二
七
頁
）

法
花
経
疏
三
部　
〈
一
部
七
巻
道
榮
師　

一
部
十
巻
恵
静
師　

一
部
十
二
巻
吉
蔵
師
〉

天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
四
）
二
月
一
日
判
、
令
請
新
薬
師
寺
〈
付
教
演
〉

⑧
「
大
師
〈
恵
美
／
押
勝
〉
家
牒
」
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
七
月
一
日
（『
古
文
書
』
第
十
六
巻
、
四
〇
一
頁
）

法
花
経
疏
七
巻
〈
道
榮
師
／

＊「
十
六
」〉

牒
、
為
用
写
本
借
請
如
前
、
乞
察
此
趣
、
准
状
処
分
、
以
牒
／
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
七
月
一
日
／
正
六
位
上
行
大
従
猪
名
部
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造
「
常
人
」
／
主
典
志
斐
連
」「
麻
呂
」

　
『
古
文
書
』
①
～
⑧
の
う
ち
『
古
文
書
』
⑤
の
み
は
「
道
策
」
と
読
め
る
が
、
他
の
記
録
は
「
道
榮
」
で
あ
る
。
一
例
し
か
な
い
⑤
「
道

策
」
は
「
道
榮
」
の
誤
写
の
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
ま
た
⑤
「
又
疏
七
巻
〈
道
策
〉」
の
巻
数
は
、
他
の
「
道
榮
」
の
『
法
華
経
疏
』
七

巻
と
巻
数
が
一
致
す
る
の
も
、
⑤
の
「
道
策
」
が
誤
写
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
⑤
「
道
策
」
が
誤
写
だ
と
す
れ
ば
、
す
で
に
奈
良
時
代

に
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
福
原
氏
が
利
用
し
た
の
は
『
古
文
書
』
②
で
あ
る

）
1（
（

。

　

こ
こ
で
は
一
端
、「
道
策
」
と
「
道
榮
」
の
一
異
の
問
題
を
離
れ
て
、『
古
文
書
』
か
ら
わ
か
る
情
報
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
道

策・

道
榮
の
生
没
年
の
下
限
は
七
四
七
年
で
あ
る
（『
古
文
書
』
①
）。
著
作
の
書
名
は
『
法
華
経
疏
』（
①
②
⑥
⑧
）
だ
が
、
こ
れ
は
正
式

な
書
名
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
す
で
に
紹
介
し
た
『
東
域
伝
灯
目
録
』
に
は
「
云
賛
述
」
と
あ
る
の
で
、『
法
華
経
賛
述
』
が
正
式
な

タ
イ
ト
ル
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
他
に
も
貞
慶
『
法
華
開
示
抄
』
に
「
賛
述
云
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
著
作
は
、
道
策・

道

榮
の
〈
法
華
疏
〉
の
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
件
は
、
金
炳
坤
「
憬
興
撰
『
法
華
経
疏
』
の
逸
文
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第

六
二
巻
第
一
号
、
二
〇
一
三
年
）
五
〇
四
頁
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
巻
数
は
一
部
七
巻
で
一
致
し
（
①
②
③
⑤
⑥
⑦
⑧
）、
第
一
巻

か
ら
第
七
巻
の
丁
数
も
記
録
さ
れ
て
い
る
（
④
）。
書
写
の
下
限
は
七
六
三
年
で
あ
る
（
⑧
）。

　

こ
の
よ
う
に
奈
良
時
代
に
伝
存
し
た
道
策・

道
榮
の
〈
法
華
疏
〉
は
、
寿
霊
の
『
華
厳
五
教
章
指
事
』、
最
澄
の
『
守
護
国
界
章
』『
顕

戒
論
』、
仲
算
（
九
三
五
～
九
七
六
）
の
『
妙
法
蓮
華
経
釈
文
』、
貞
慶
の
『
法
華
開
示
抄
』、
尊
玄
の
『
華
厳
孔
目
章
抄
』、
凝
然
の
『
五

教
章
通
路
記
』『
慧
光
記
』、
湛
睿
の
『
五
教
章
纂
釈
』
な
ど
に
引
用・
言
及
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
最
も
多
く
『
道
策
法
華
疏
』
を
引
用・

言
及
す
る
の
は
『
慧
光
記
』
で
あ
る
。
ま
た
福
原
氏
は
道
策・

道
榮
の
一
異
を
考
察
す
る
過
程
で
仲
算
と
貞
慶
を
除
き
そ
の
他
の
文
献
に

言
及
し
て
い
る

）
11
（

。
た
だ
し
引
用
の
全
て
が
「
道
榮
」
で
は
な
い
の
で
、
目
録
と
伝
記
を
有
力
な
根
拠
に
し
て
道
策
は
道
榮
の
誤
写
と
見
做
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し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

福
原
氏
が
利
用
し
た
伝
記
は
、
⑴
『
高
僧
伝
』
の
道
營
、
⑵
『
続
高
僧
伝
』
の
道
榮
、
⑶
『
続
日
本
紀
』
と
『
元
亨
釈
書
』
の
道
榮
で

あ
る
。
こ
の
資
料
⑶
の
道
榮
は
「
唐
僧
」
で
あ
り
、「
梵
唄
」
の
達
人
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
は
す
で
に
来
日
し
て

い
る
。
こ
の
う
ち
福
原
氏
は
⑶
の
道
榮
を
「
も
っ
と
も
近
い
人
」
と
結
論
す
る
が
、
断
定
は
避
け
て
い
る
。
今
は
そ
れ
以
上
の
資
料
も
見

出
せ
な
い
の
で
、
福
原
氏
の
道
策
は
道
榮
の
誤
写
と
い
う
推
論
を
一
応
支
持
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
一
点
だ
け
明
確
に
し
て
お
き
た
い

の
は
、
誤
写
だ
と
し
て
も
凝
然
の
誤
写
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
慧
光
記
』
の
凝
然
自
筆
本
で
は
全
て
「
道
策
」
と
表
記

し
て
い
る
の
で
、
凝
然
の
見
た
〈
法
華
疏
〉
の
作
者
は
、
す
で
に
「
道
策
」
と
誤
伝
さ
れ
て
い
た
テ
ク
ス
ト
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ

て
、
こ
こ
で
は
『
慧
光
記
』
の
引
用
を
尊
重
し
て
『
道
策
法
華
疏
』
と
表
記
し
て
お
き
た
い
。

第
四
節　
『
道
策
法
華
疏
』
の
逸
文
の
考
察
（
１
）

　

本
節
で
は
『
道
策
法
華
疏
』
の
逸
文
中
、『
法
華
纉
述
』
を
除
く
敦
煌
出
土
文
献
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

第
一
項　
『
法
華
経
疏
（S.4107

）』

　
『
道
策
法
華
疏
』
が
『
法
華
経
疏
（S.4107

）』
と
関
連
す
る
文
献
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
福
原
氏
が
三
例
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
で

福
原
氏
が
指
摘
し
て
い
な
い
文
例
を
一
例
だ
け
比
較
し
て
お
き
た
い
。［
１
］
は
『
慧
光
記
』
所
引
の
『
道
策
法
華
疏
』
で
「
道
策
云
」

「
又
云
」「
又
云
」
と
連
続
し
て
三
回
引
用
さ
れ
る
う
ち
の
第
二
番
目
で
あ
る
。［
２
］
はS.4107

で
あ
る
（［
１
］［
２
］
は
金
炳
坤
氏
の
発

見
）。
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［
１
］
又
云
。「
下
至
阿
鼻
地
獄
。
上
至
有
頂
」
者
。
此
明
通
地
度
。
地
度
法
。
上
得
見
下
。
下
不
見
上
。
今
此
眼
力
。
能
見
上
地
。

至
於
有
頂
。
過
於
地
度
。
所
以
爾
者
。
若
依
禪
地
。
取
相
修
道
。
上
下
有
礙
。
故
下
不
見
上
。
今
持
此
經
。
悟
諸
法
實
相
。
影
知
諸

法
。
無
遠
近
相
。
是
故
不
爲
地
界
所
礙
也
〈
已
上
〉（sB2,	66b25-c3

）

［
２
］
經
曰
。「
下
至
阿
鼻
上
至
有
頂
」
者
。
過
地
度
也
。
地
度
法
上
得
見
下
下
不
見
上
。
今
此
眼
力
亦
能
見
上
至
有
色
之
頂
故
。
過

地
度
也
。（S.4107,	T

85,	187a6-8

）

　
［
１
］
と
［
２
］
の
太
字
の
部
分
は
全
く
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の
他
一
致
し
な
い
部
分
も
あ
る
。
従
っ
て
、『
道
策
法
華
疏
』
はS.4107

と
類
似
す
る
文
献
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
一
の
文
献
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は
福
原
氏
の
指
摘
に
関
す
る
別
の
用
例
に
よ
る
確
認
で
あ
る
。

　

次
の
［
３
］
は
［
１
］
の
直
前
に
引
用
さ
れ
た
『
道
策
法
華
疏
』
で
あ
り
、［
４
］
はS.4107

で
あ
る
。

［
３
］
策
云
。「
父
母
所
生
」
者
。
簡
異
變
易
法
身
。
地
前
菩
薩
。
受
生
三
界
。
未
受
變
易
身
。
故
云
父
母
所
生
也
。
肉
眼
者
。
簡
異

天
眼
。
天
眼
根
得
遠
塵
恐
人
謂
是
天
眼
。
故
以
肉
眼
別
之
。
ⓐ
「
見
於
三
千
大
千
世
界
」
者
。
此
明
所
見
寬
遠
。
明
此
肉
眼
與
緣
覺

修
得
天
眼
見
境
相
似
。
ⓒ
故
雜
心
論
云
。
聲
聞
不
方
便
。
見
小
千
世
界
。
方
便
見
二
千
世
界
。
方
便
見
三
千
世
界
。
佛
不
方
便
。
見

三
千
世
界
。
方
便
見
無
量
無
邊
億
百
千
三
千
世
界
。
ⓔ
今
明
持
經
力
。
故
於
肉
眼
中
。
發
識
見
三
千
世
界
。
ⓕ
不
見
三
千
外
者
。
智

度
論
云
。
三
千
世
界
外
。
有
風
輪
。
與
眼
相
違
。
故
不
能
見
。
ⓖ
問
。
旣
能
見
三
千
。
何
故
不
名
天
眼
耶
。
答
。
非
別
修
所
得
。
又

非
天
眼
。
故
不
名
天
眼
也
〈
已
上
〉（sB2,	66b14-24

）

［
４
］
經
曰
。
ⓐ
「
見
於
三
千
世
界
」
者
。
照
境
寬
也
。
明
此
眼
力
用
。
與
緣
覺
修
得
天
眼
及
佛
根
。
得
天
眼
見
境
相
似
。
ⓑ
眞
諦

引
隨
實
論
云
。
聲
聞
根
得
天
眼
見
小
千
世
界
色
。
修
得
天
眼
見
中
千
世
界
色
。
緣
覺
根
天
眼
見
中
千
世
界
色
。
修
得
天
眼
見
大
千
世

界
色
。
佛
眼
得
天
眼
見
大
千
世
界
色
。
修
得
天
眼
見
無
邊
世
界
色
。
ⓒ
此
與
雜
心
同
。
彼
云
。
聲
聞
不
方
便
見
小
千
世
界
。
方
便
見
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二
千
世
界
。
緣
覺
不
方
便
見
二
千
世
界
。
方
便
見
三
千
世
界
。
佛
不
方
便
見
三
千
世
界
。
方
便
見
無
量
無
邊
億
百
千
三
千
世
界
。
ⓓ

案
不
方
便
者
是
用
根
得
天
眼
。
方
便
者
是
用
修
得
天
眼
。
眞
諦
明
此
言
報
得
天
眼
者
。
並
是
欲
界
業
所
感
。
然
勝
天
中
根
得
天
眼
。

三
乘
無
學
漏
若
不
盡
應
用
此
業
。
欲
界
天
中
受
根
。
由
不
受
後
有
故
。
先
所
有
勝
業
。
悉
於
無
學
身
中
受
勝
天
眼
。
在
肉
眼
中
隨
覺

觀
所
弘
。
若
欲
見
近
色
則
發
肉
眼
識
。
若
欲
見
遠
名
則
發
天
眼
識
。
ⓔ
今
明
持
經
力
故
。
肉
眼
亦
見
三
千
明
力
大
也
。
ⓕ
不
見
三
千

外
者
。
智
度
論
云
。
三
千
外
有
風
輪
。
與
眼
相
違
故
不
能
見
也
。（S.4107,	T

85,	186c8-27

）

　

こ
の
［
３
］
と
［
４
］
も
概
ね
一
致
す
る
。
大
き
く
異
な
る
の
は
『
道
策
法
華
疏
』［
３
］
に
はS.4107

［
４
］
ⓑ
「
真
諦
引
『
随
実

論
』」
の
引
用
が
無
い
こ
と
、
そ
し
て
［
３
］
ⓖ
の
問
答
部
分
が
［
４
］
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
福
原
氏
はS.4107

『
随
実
論
』

を
根
拠
に
し
て
、S.4107

を
「
道
榮
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
」
と
い
う
仮
定
の
推
論
の
下
に
道
榮
の
生
没
年
を
考
察
し
て
い
る
が
、

こ
の
推
論
は
支
持
し
難
い
。
と
い
う
の
も
、
道
策
（
道
榮
）
の
著
作
と
確
定
で
き
る
［
３
］
に
ⓑ
の
部
分
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
福
原
氏
は
［
３
］
と
［
４
］
の
比
較
自
体
を
し
て
い
な
い
。

　

従
っ
て
現
時
点
で
は
、
福
原
氏
の
指
摘
通
り
『
慧
光
記
』
所
引
の
『
道
策
法
華
疏
』
と
敦
煌
出
土
のS.4107

は
密
接
に
関
連
す
る
文
献

で
あ
る
が
、S.4107

を
道
策
（
道
榮
）
の
著
作
と
仮
定
す
る
根
拠
は
な
い
。

第
二
項　
『
法
華
問
答
（S.2662

）』

　

次
に
『
慧
光
記
』
所
引
の
『
道
策
法
華
疏
』［
５
］
と
『
法
華
問
答
（S.2662

）』［
６
］
を
比
較
し
た
い
。
尚
、
こ
の
個
所
は
『
法
華
纉

述
』
巻
第
五
［
７
］
と
も
対
応
す
る
。

［
５
］
策
云
。「
一
門
」
者
。
謂
法
性
門
。
法
性
虛
通
。
能
生
聖
智
。
故
名
爲
門
。
凡
夫
貪
恚
。
所
不
能
入
。
故
曰
之
爲
狹
。
不
容
外
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道
諸
見
。
故
名
爲
小
。
問
。
設
車
以
誘
三
根
言
三
。
不
言
其
一
。
開
門
以
出
諸
子
卽
言
一
不
言
三
。
何
所
以
也
。
答
。
門
可
貴
賤
同

行
。
所
以
言
一
。
不
言
其
三
。
車
則
尊
卑
別
載
。
故
言
三
不
言
其
一
也
〈
已
上
〉（sB2,	33a25-b5

）

［
６
］
問
。
設
車
以
誘
諸
子
言
不
其
開
問
以
出
諸
子
言
一
不
言
三
何
也　

答
。
問
可
貴
賤
同
行
所
以
言
一
不
言
三
。
車
則
尊
卑
別
載

所
以
言
二
不
言
一
。（S.2662,	T

85,	200b17-20

）。

［
７
］
今
依
無
門
羅
刹
經
。「
一
門
」
者
。
謂
法
性
門
。
案
唯
一
佛
敎 

立
法
性
破
人
性
故
言
一
門
。
三
藏
敎
中 

不
令
二
乘
廣
度
衆
生

爲
狹 

不
令
求
大
菩
提
爲
小
。（
中
略
）
問
。
設
車
以
誘
三
根
。
言
三
不
言
其
一
。
開
門
以
出
三
子
。
卽
言
一
不
言
其
三
何
也
。
答
。

門
可
貴
賤
同
行
。
所
以
言
一
不
言
其
三 

車
則
尊
卑
別
載
。
所
以
言
三
不
言
其
一
故
。（『
法
華
纉
述
』
巻
第
五
、
一
六
丁
裏
一
三
―
一

七
丁
表
一
〇
）

　
［
５
］［
６
］［
７
］
の
問
答
部
分
を
対
照
す
れ
ば
、『
道
策
法
華
疏
』［
５
］
はS.2662

［
６
］
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
さ
ら
に
『
法
華
纉
述
』

［
７
］
と
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
従
っ
て
、『
道
策
法
華
疏
』
とS.2662

と
『
法
華
纉
述
』
は
共
通
の
背
景
を
持
つ
文
献
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
私
が
最
初
に
『
道
策
法
華
疏
』
を
敦
煌
出
土
文
献
に
関
連
づ
け
た
の
は
『
道
策
法
華
疏
』［
５
］
とS.2662

［
６
］
で
あ
り
、
さ
ら

に
『
法
華
纉
述
』［
７
］
に
も
結
び
付
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
炳
坤
氏
の
関
心
を
惹
い
た
。
と
い
う
の
も
金
炳
坤
氏
は
、
す
で
に
『
妙
法

蓮
華
経
論
義
（S.6494

）』
の
研
究
の
中
で
、S.6494

とS.2662
［
６
］
と
『
法
華
纉
述
』［
７
］
が
関
連
す
る
文
献
で
あ
る
こ
と
を
特
定
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。
従
っ
て
、『
道
策
法
華
疏
』［
５
］
はS.6494
と
も
密
接
に
関
連
す
る
文
献
と
言
え
る
が
、S.6494

、S.2662

、『
法

華
纉
述
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
金
炳
坤
氏
の
研
究
に
譲
り
た
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
合
計
四
種
の
文
献
が
関
連
す
る
こ
と
だ
け
で
も
、〈
紀

国
寺
法
華
文
献
群
〉
と
い
う
問
題
提
起
は
無
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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第
三
項　
『
法
華
経
疏
（BD

05811

〈
菜
一
一
〉）』

　

次
に
『
道
策
法
華
疏
』［
８
］
とBD

05811

（
菜
一
一
）［
９
］
に
つ
い
て
比
較
し
、
併
せ
て
『
法
華
経
疏
（S.4107

）』［
10
］
に
つ
い

て
も
対
照
さ
せ
る
。

［
８
］
策
云
。「
告
常
精
進
菩
薩
」
者
。
欲
因
名
以
表
法
。
非
常
精
進
者
。
不
能
修
行
。
故
告
常
精
進
也
。
然
則
受
持
是
惣
相
。
讀
誦

等
是
別
相
。
受
是
信
力
。
持
是
念
力
。
讀
誦
書
寫
是
精
進
力
。
解
說
是
慧
力
〈
已
上
〉（sB2,	74a10-13

）

［
９
］
欲
因
□
以
表
義
。
非
常
精
進
者
。
不
能
修
行
。
故
告
常
精
進
也
。
受
持
是
惣
相
。
讀
誦
書
寫
是
別
相
。
受
是
信
力
。
讀
誦
書

寫
是
精
進
力
。
解
脫
是
慧
力
定
力
。
一
心
通
在
惣
別
五
業
卽
爲
五
因
□
。（BD

05811

、『
敦
煌
宝
蔵
』
第
九
七
冊
、
二
六
一
上
七
―

一
〇
）

［
10
］
經
曰
。「
爾
時
佛
告
至
皆
令
淸
淨
」
者
。
略
標
也
。
四
意
。
一
扣
告
。
二
指
因
。
三
示
果
。
四
顯
勝
。「
佛
告
常
精
進
」
者
。

扣
告
也
。
欲
因
名
以
表
義
。
非
常
精
進
者
。
不
能
行
故
。
告
常
精
進
也
。
經
曰
。
受
持
法
華
經
至
若
書
寫
者
。
指
因
也
。
受
持
是
總

相
。
讀
誦
說
寫
是
別
相
。
受
是
信
力
。
持
是
念
力
。
讀
誦
書
寫
是
精
進
力
。
解
說
是
惠
力
定
力
。
一
心
通
在
其
間
。
總
別
五
業
卽
爲

五
業
卽
爲
五
因
也
。（S.4107,	T

85,	186b5-12

）

　

ま
ず
［
８
］［
９
］［
10
］
は
概
ね
文
章
が
一
致
す
る
こ
と
が
判
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
道
策
法
華
疏
』
とBD

05811

とS.4107

の
三
者
は
密
接
に
関
連
す
る
文
献
と
言
え
る
。
こ
の
う
ち
『
道
策
法
華
疏
』［
８
］
とBD

05811

［
９
］
が
酷
似
し
、
最
も
詳
し
い
の
は

「
四
意
」
に
よ
っ
て
構
成
を
明
確
に
す
るS.4107

［
10
］
で
あ
る
。
平
井
宥
慶
氏
は
、
菜
一
一
（BD

05811

）
→S.4107

→
『
法
華
玄
賛
』

の
順
序
を
推
定
し
た

）
11
（

。
便
宜
上
、
平
井
宥
慶
氏
の
仮
説
を
借
り
れ
ば
、『
道
策
法
華
疏
』
はBD

05811

と
近
い
時
代
の
成
立
と
想
定
さ
れ
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る
。
こ
の
他
に
も
『
道
策
法
華
疏
』
とBD

58011

の
類
似
の
文
章
は
存
在
す
る
が
、
他
の
用
例
は
他
日
に
譲
り
た
い
。

　

以
上
で
、『
道
策
法
華
疏
』
と
敦
煌
出
土
文
献S.4107

、S.2662

、BD
05811

の
共
通
性
を
指
摘
し
得
た
と
信
じ
る
。
あ
わ
せ
て
、
す
で

に
［
７
］『
法
華
纉
述
』
に
つ
い
て
も
対
応
個
所
を
明
示
し
た
。

第
五
節　
『
道
策
法
華
疏
』
の
逸
文
の
考
察
（
２
）

　

本
節
で
は
、『
道
策
法
華
疏
』
と
『
法
華
纉
述
』
を
比
較
対
照
さ
せ
た
い
。
尚
、
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
と
基
『
法
華
玄
賛
』
と
も
関
連
す

る
場
合
は
こ
れ
も
検
討
し
た
い
。

　

次
の
引
用
は
『
法
華
経
』「
譬
喩
品
第
三
」
中
の
「
火
宅
譬
喩
」、「
重
敷
綩
綖
、
安
置
丹
枕
」（
大
正
九
、
一
二
下
二
一
）
の
註
釈
部
分

で
あ
る
。

［
11
］
道
策
解
云
。
ⓐ
「
綩
綖
」
譬
八
禪
。「
丹
枕
」
譬
滅
定
。
敷
枕
是
眠
臥
之
儀
。
入
滅
定
心
。
則
蘇
息
之
狀
也
。
ⓑ
丹
枕
者
。
古

人
合
神
丹
爲
枕
。
望
得
長
年
。
滅
定
恰
神
。
以
求
常
樂
。
故
以
譬
之
也
〈
已
上
〉
慈
恩
丹
枕
。
全
同
策
義
。
神
丹
是
仙
樂
以
此
樂
作

枕
。
故
約
仙
樂
。
名
爲
丹
枕
。（sB2,	39a22-26

）

［
12
］
經
曰
「
重
敷
綩
綖
安
置
丹
朹
」
者
。
ⓒ
此
嚴
內
也
。
ⓐ
「
綩
綖
」
譬
八
禪
。「
丹
朹
」
譬
滅
定
。
敷
綖
置
枕
。
是
眠
臥
之
儀
。

入
定
滅
心
。
則
穌
息
之
狀
。
故
經
說
佛
究
竟
臥
。
阿
羅
漢
眠
也
。（『
法
華
纉
述
』
巻
第
五
、
二
一
丁
表
七
―
一
〇
）

　
『
道
策
法
華
疏
』［
11
］
と
『
法
華
纉
述
』［
12
］
を
比
較
す
る
と
、
ⓐ
の
「
綩
綖
」
＝
「
譬
八
禅
」、「
丹
枕
」
＝
「
譬
滅
定
」
と
い
う
規

定
は
、
文
章
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
、
両
文
献
は
参
照
関
係
に
あ
る
。
一
致
し
な
い
部
分
は
、［
11
］
ⓑ
の
「
丹
枕
」
に
関
す
る
古
人
の
説
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と
、［
12
］
ⓒ
の
「
重
敷
綩
綖
安
置
丹
朹
」
と
い
う
「
譬
喩
品
」
の
経
文
を
「
厳
内
」
と
規
定
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
一
致
し
な
い
部
分

も
含
め
て
［
11
］［
12
］
は
、
次
の
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』［
13
］
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。

［
13
］「
重
敷
綩
綖
」
者
。
第
二
明
車
ⓒ
內
莊
嚴
。
譬
內
德
也
。「
綩
綖
」
柔
軟
爲
車
之
縟
。
可
以
適
體
。
ⓐ
譬
禪
定
柔
軟
可
以
安
身
。

以
定
有
八
重
故
言
「
重
敷
」。
又
百
千
三
昧
故
云
重
也
。（
中
略
）
有
人
言
。「
車
之
前
後
兩
橫
木
名
爲
車
枕
。（
中
略
）」。
此
乃
是
欲

臥
之
枕
。
非
車
枕
也
。（
中
略
）
問
。
何
故
車
內
安
枕
。
答
。
此
旣
明
內
德
。
則
有
息
化
之
義
。
如
臥
之
像
。
故
『
涅
槃
』
云
。「
入

大
涅
槃
深
禪
定
窟
。
衆
不
見
故
名
入
涅
槃
」。
今
於
縟
上
更
安
枕
。
譬
於
禪
定
內
入
般
涅
槃
也
。
又
佛
有
時
間
乃
至
八
萬
劫
入
深
三

昧
。
亦
是
息
化
。
故
是
欲
臥
之
像
。

問
。
何
故
名
爲
「
丹
枕
」
耶
。
答
。
丹
是
赤
色
中
之
盛
。
由
深
定
故
多
所
發
生
。
其
功
顯
灼
如
丹
色
也
。
ⓑ
又
釋
古
人

）
11
（

合
神
丹
爲
枕
。

令
得
長
靈
之
壽
。
譬
入
涅
槃
則
常
樂
我
淨
也
。（『
法
華
義
疏
』
巻
第
六
、
大
正
三
四
、
五
二
八
上
一
七
―
中
八
）

　

ま
ず
［
11
］［
12
］
ⓐ
中
「
綩
綖
譬
八
禅
」
は
、『
法
華
義
疏
』［
13
］
の
「
綩
綖
…
譬
禅
定
…
以
定
有
八
重
故
言
重
敷
」
を
素
材
に
し
て

い
る
。［
11
］［
12
］
ⓐ
中
の
「
丹
枕
譬
滅
定
」
の
方
は
、『
法
華
義
疏
』［
13
］
に
「
由
深
定
故
」
と
「
禅
定
」
を
想
定
す
る
語
は
あ
る
も

の
の
、
明
確
に
「
滅
定
心
」
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
「
丹
枕
」
＝
「
譬
滅
定
」
と
い
う
規
定
は
、
道
策
（
道
榮
）
や
慧
浄
の
ど

ち
ら
か
の
独
自
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
［
11
］［
12
］
が
一
致
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。『
道
策
法
華
疏
』［
11
］
ⓑ
の
「
丹
枕
」
に
関
す
る
「
古
人
」
説
は
、

『
法
華
義
疏
』［
13
］
ⓑ
の
「
古
人
」
説
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
法
華
纉
述
』］［
12
］
ⓒ
の
「
厳
内
」
は
『
法
華
義
疏
』［
13
］

ⓒ
の
「
内
荘
厳
、
譬
内
徳
」
を
踏
ま
え
た
解
釈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
道
策
法
華
疏
』
と
『
法
華
纉
述
』
は
参
照
関
係
に
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
に
『
法
華
義
疏
』
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
道
策
法
華
疏
』
と
『
法
華
纉
述
』
の
成
立
順
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序
の
確
定
を
困
難
に
す
る
と
同
時
に
、
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
の
影
響
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
仮
に
『
法
華

纉
述
』
が
『
道
策
法
華
疏
』
に
先
行
す
る
と
想
定
し
た
場
合
で
も
、『
道
策
法
華
疏
』
は
『
法
華
纉
述
』
が
下
敷
き
に
し
た
『
法
華
義
疏
』

自
体
に
遡
及
し
て
註
釈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
逆
も
同
様
で
あ
る
。
最
後
に
基
『
法
華
玄
賛
』
を
参
照
し
た
い
。

［
14
］「
重
敷
婉
莚
」
者
「
敷
」
陳
設
也
。（
中
略
）
古
有
解
言
。
靜
慮
爲
「
綩
綖
」。
心
常
安
處
故
。
四
禪
上
下
異
。
故
名
爲
重
敷
。

此
理
不
然
。『
無
垢
稱
』
云
。「
四
靜
慮
爲
床
。
淨
命
爲
茵
縟
」。
身
語
意
業
皆
無
貪
。
發
心
恒
遊
處
。
常
行
淨
命
離
五
邪
命
。
三
業
俱

爾
名
爲
重
敷
。「
安
置
丹
枕
」
者
。
安
枕
也
。
古
解
涅
槃
能
息
生
死
。
今
釋
滅
定
能
息
攀
緣
。
倚
之
疲
解
故
名
安
枕
。
旣
安
車
上
明
非

涅
槃
。
但
取
滅
定
。
枕
有
仙
丹
。
枕
之
增
壽
。
故
名
丹
枕
。
無
漏
滅
定
亦
復
如
是
。
增
聖
道
故
。
此
理
不
爾
。
西
域
無
故
。
謂
枕
赤

色
。
內
貯
綿
疊
外
以
赤
皮
故
名
丹
枕
。
亦
有
解
云
。
體
卽
無
漏
信
等
五
根
。
扶
持
聖
者
由
如
枕
故
。（『
法
華
玄
賛
』
巻
第
五
末
、
大

正
三
四
、
七
五
一
中
四
―
二
一
）

　
『
法
華
玄
賛
』［
14
］
中
の
「
綩
綖
」
に
つ
い
て
、「
古
有
解
」
が
「
四
禅
上
下
異
、
故
名
為
重
敷
」
と
見
做
す
部
分
は
、『
道
策
法
華
疏
』

『
法
華
纉
述
』『
法
華
義
疏
』
の
説
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
基
は
「
此
理
不
然
」
と
玄
奘
訳
『
無
垢
称
経
』
を
引
用
し
て
否
定
す

る
。
ま
た
「
丹
枕
」
に
つ
い
て
「
古
解
」
が
「
涅
槃
能
息
生
死
」
と
見
做
す
部
分
は
、『
法
華
義
疏
』［
13
］
の
「
今
於
縟
上
更
安
枕
」
以

下
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
基
自
身
の
「
丹
枕
」
解
釈
は
「
今
釈
滅
定
能
息
攀
縁
」
と
あ
り
、
こ
の
「
滅
定
」
は
、『
道

策
法
華
疏
』［
11
］、
あ
る
い
は
『
法
華
纉
述
』［
12
］
の
「
入
滅
定
心
」
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
［
11
］
末
尾
に
お
い

て
、『
道
策
法
華
疏
』
を
引
用
し
た
凝
然
も
「
慈
恩
丹
枕
。
全
同
策
義
」
と
、
基
と
道
策
（
道
榮
）
が
同
説
を
主
張
し
て
い
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
つ
ま
り
『
法
華
玄
賛
』
は
、
吉
蔵
以
後
の
「
綩
綖
」
＝
「
八
禅
定
」
説
を
否
定
し
、
慧
浄・

道
策
（
道
榮
）
の
「
丹
枕
」
＝
「
滅

定
心
」
説
を
転
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
『
法
華
玄
賛
』
の
背
景
に
は
、『
法
華
義
疏
』
→
『
法
華
纉
述
』『
道
策
法
華
疏
』
→
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『
法
華
玄
賛
』
と
い
う
文
献
成
立
史
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
『
法
華
義
疏
』
と
『
道
策
法
華
疏
』
と
が
紹
介
す
る
ⓑ
「
古
人
」
説
、
即
ち
「
丹
枕
」
を
「
神
丹
」
と
見
做
す
説
は
、『
法
華
玄

賛
』［
14
］
で
は
「
仙
丹
」
と
換
言
さ
れ
て
、「
此
理
不
爾
。
西
域
無
故
」
と
否
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
法
華
玄
賛
』［
14
］
の
「
謂
枕
赤

色
」
は
、『
法
華
義
疏
』［
13
］
の
「
丹
是
赤
色
中
之
盛
」
を
参
照
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
『
法
華
義
疏
』
→
『
法
華
纉

述
』『
道
策
法
華
疏
』
→
『
法
華
玄
賛
』
と
い
う
〈
法
華
疏
〉
の
展
開
を
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、『
法
華
玄
賛
』［
14
］
の
内
容
は

『
法
華
義
疏
』
と
『
法
華
纉
述
』
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
基
は
『
道
策
法
華
疏
』
を
参
照
し
て
い
な
い
と
推
定
す
る
。

　

さ
ら
に
『
法
華
纉
述
』［
12
］
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
金
炳
坤
氏
が
『
論
義
（S.6494

）』
及
び
『
要
集
』
の
一
節
と
関
連
す
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る

）
11
（

。
こ
れ
を
加
味
す
れ
ば
、『
法
華
義
疏
』
→
『
法
華
纉
述
』・S.6494

・

『
道
策
法
華
疏
』
→
『
法
華
玄
賛
』
と
い
う
成
立
順

序
が
推
定
で
き
る
。

　

次
は
『
法
華
経
』「
信
解
品
第
四
」
の
「
窮
子
譬
喩
」
中
、「
商
估
賈
客
亦
甚
衆
多
」（
大
正
九
、
一
六
下
三
―
四
）
の
註
釈
部
分
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
再
び
『
道
策
法
華
疏
』［
15
］
と
『
法
華
纉
述
』［
16
］
と
が
、
共
に
『
法
華
義
疏
』［
17
］
を
参
照
し
て
い
る
部
分
を
考

察
し
た
い
。

［
15
］
策
疏
亦
云
。（
中
略
）「
商
估
賈
客
亦
甚
衆
多
」
者
。
俗
業
有
四
種
。
謂
農
商
工
估
。
農
田
也
。
商
者
量
也
。
謂
量
其
貴
賤

）
11
（

。

工
匠
也
。
估
販
也
。
賈
客
謂
買
物
人
。
此
土
禀
道
。
傳
化
他
方
謂
商
。
此
土
化
人
曰
估
。
受
化
之
人
。
得
法
資
神
。
猶
如
賈
客
。
獲

於
財
利
也
〈
已
上
〉（sB2,	41c12-42a4

）

［
16
］「
商
估
賈
客
亦
甚
衆
□
」
者
。
□
□
佐
吏
民
。
卽
此
土
菩
薩
□
□
□
□
「
商
估
賈
客
」
卽
他
□
□
□
來
□
受
道
。
俗
有
四
業
。

謂
□
□
□
估
。
農
田
也
。
商
量
也
。
□
□
也
。
估
販
也
。
經
曰
「
時
貧
窮
子
至
所
□
□
城
」
者
。（『
法
華
纉
述
』
巻
第
六
、
六
丁
裏
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七
―
一
〇
）

［
17
］「
商
估
賈
客
亦
甚
衆
多
」
者
。
俗
民
有
四
業
。
謂
農
商
工
估
。
農
者
田
也
。
商
者
商
量
。
物
價
謂
行
貨
也
。
工
者
工
匠
。
估
者

坐
販
也
。
此
字
應
西
下
爲
貝
。
今
經
文
估
字
乃
是
估
稅
之
估
耳
。「
賈
客
」
者
〈
假
音
〉。
上
是
貨
物
人
。
今
賈
客
者
卽
賈
物
人
。
此

土
稟
道
傳
化
他
方
。
謂
商
也
。
此
土
受
化
卽
此
土
說
法
。
謂
估
也
。
通
稟
前
二
人
所
化
、
如
賈
客
也
。
卽
成
道
時
有
斯
事
故
。
借
以

爲
喩
也
。（『
法
華
義
疏
』
巻
第
七
、
大
正
三
四
、
五
四
六
下
一
三
―
二
〇
）

　
［
15
］［
16
］［
17
］
の
「
俗
業
有
四
種
」
以
下
は
ほ
ぼ
文
章
が
一
致
す
る
。
し
か
し
詳
細
に
見
れ
ば
［
15
］
と
［
16
］
は
直
接
的
な
参
照

関
係
に
は
な
く
、
両
文
献
は
個
別
に
『
法
華
義
疏
』［
17
］
を
参
照
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
比
較
対
照
し
て
き
た

よ
う
に
、『
道
策
法
華
疏
』
と
『
法
華
纉
述
』
は
、〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
を
除
い
て
他
の
文
献
に
は
還
元
で
き
な
い
共
通
の
文
章
を
持

つ
の
で
、［
15
］
と
［
16
］
が
個
別
に
［
17
］
を
参
照
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
根
拠
に
『
道
策
法
華
疏
』
と
『
法
華
纉
述
』

と
の
全
体
に
参
照
関
係
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。

　

ま
ず
『
道
策
法
華
疏
』［
15
］
が
独
自
に
『
法
華
義
疏
』［
17
］
を
参
照
し
て
い
る
部
分
は
、［
15
］「
賈
客
謂
買
物
人
」
以
下
の
文
章
が
、

『
法
華
纉
述
』［
15
］
に
存
在
せ
ず
、『
法
華
義
疏
』［
17
］
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。『
法
華
纉
述
』［
16
］
は
「
農
田
也
。

商
量
也
」
以
後
は
六
文
字
の
註
釈
を
し
て
、
次
の
経
文
「
時
貧
窮
子
…
」
の
解
釈
に
移
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
少
な
く
と
も
、『
道
策
法
華

疏
』
が
『
法
華
纉
述
』
よ
り
も
後
代
の
成
立
と
仮
定
し
て
も
、
道
策
（
道
榮
）
は
『
法
華
纉
述
』
の
み
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
独
自

に
『
法
華
義
疏
』
を
参
照
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
『
道
策
法
華
疏
』［
15
］
の
「
商
者
量
也
。
謂
量
其
貴
賤
」
は
、
法
雲
『
法

華
義
記
』
の
一
節
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
り

）
11
（

、
道
策
（
道
榮
）
は
独
自
に
『
法
華
義
記
』
も
参
照
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
他
に
［
15
］
と
［
17
］
が
「
俗
業
有
四
種
。
謂
農
商
工
估
」
と
、
経
文
に
無
い
「
農
」
と
「
工
」
を
読
み
込
ん
で
い
る
の
は
、
中
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国
の
社
会
背
景
の
反
映
で
あ
ろ
う
（『
法
華
纉
述
』
に
は
「
工
」
の
部
分
の
文
字
が
欠
け
て
い
る
）。
従
っ
て
『
道
策
法
華
疏
』
は
『
法
華

纉
述
』
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
の
、『
法
華
纉
述
』
を
抄
出
し
た
文
献
で
は
な
い
。
ま
た
『
法
華
纉
述
』［
16
］
に
言
及
さ
れ
る
『
法

華
義
疏
』［
17
］
の
情
報
は
、
殆
ど
す
べ
て
『
道
策
法
華
疏
』［
15
］
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
だ
確
定
は
で
き
な
い
が
、『
道
策
法

華
疏
』
→
『
法
華
纉
述
』
と
い
う
成
立
順
序
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

次
も
『
道
策
法
華
疏
』
と
『
法
華
纉
述
』
が
共
に
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
を
直
接
参
照
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
註
釈
部
分
は
『
法
華
経
』

「
信
解
品
第
四
」
の
「
倍
與
汝
直
」（
大
正
九
、
一
七
上
九
）
で
あ
る
。

［
18
］
策
法
師
。
釋
初
倍
直
云
。「
倍
與
汝
直
」
者
。
涅
槃
之
樂
。
過
彼
人
天
。
故
名
爲
倍
。〈
已
上
〉（sB2,	47b1-3

）

［
19
］「
倍
與
汝
直
」。
謂
涅
槃
之
樂
。
翻
生
死
之
樂
。
故
言
倍
。（『
法
華
纉
述
』
巻
第
六
、
一
〇
丁
裏
一
一
）

［
20
］	「
此
有
作
處
倍
與
汝
直
」
者
。（
中
略
）
示
小
涅
槃
之
樂
過
人
天
之
樂
。
爲
「
倍
與
汝
直
」。（『
法
華
義
疏
』
巻
第
七
、
大
正
三

四
、
五
四
九
中
二
三
―
二
八
）

　
［
18
］［
19
］［
20
］
は
よ
く
似
て
い
る
も
の
の
、『
道
策
法
華
疏
』［
18
］
の
「
過
彼
人
天
」
は
『
法
華
義
疏
』［
20
］
の
「
過
人
天
之
楽
」

を
受
け
た
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
法
華
纉
述
』［
19
］
は
「
翻
生
死
之
楽
」
の
「
楽
」
の
部
分
だ
け
を
［
20
］
か
ら
受
け
た
表
現
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、『
道
策
法
華
疏
』
と
『
法
華
纉
述
』
と
は
、
共
に
『
法
華
義
疏
』
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、『
道
策
法
華
疏
』
は
単
な
る
『
法
華
纉
述
』
の
抄
出
本
で
は
な
く
、
独
自
に
『
法
華
義
疏
』
を
参
照
し
た
文
献

で
あ
り
な
が
ら
も
、『
法
華
纉
述
』
と
も
参
照
関
係
に
あ
る
文
献
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（ 105 ）

道
策
・
道
榮
撰
〈
法
華
疏
〉
逸
文
と
〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉（
岡
本
一
平
）



第
六
節　

結
論
と
課
題

　

本
論
文
は
福
原
氏
の
道
策
（
道
榮
）
の
〈
法
華
疏
〉
逸
文
研
究
の
成
果
を
受
け
て
、
中
国
に
お
け
る
〈
法
華
疏
〉
の
成
立
史
に
対
し
て

新
し
い
仮
説
的
な
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

福
原
氏
は
、
道
策・
道
榮
の
〈
法
華
疏
〉
を
敦
煌
出
土
文
献S.4107

と
結
び
つ
け
、
そ
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
た

だ
し
残
念
な
が
ら
、
こ
の
論
文
は
〈
法
華
疏
〉
の
研
究
者
に
も
、
敦
煌
文
献
の
研
究
者
に
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
そ
の
理
由

は
、
従
来
の
〈
法
華
疏
〉
研
究
に
は
日
本
の
宗
派
的
な
価
値
観
が
反
映
さ
れ
、
特
に
智
顗
と
吉
蔵
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
結
果
、
凝
然
所
引
の
道
策・
道
榮
の
〈
法
華
疏
〉
は
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
敦
煌
出
土
文
献
の
研
究
は
世
界
的
に
も
ロ
マ
ン
主

義
の
色
彩
を
帯
び
て
お
り
、
余
り
ロ
マ
ン
の
感
じ
ら
れ
な
い
日
本
の
逸
文
は
、
敦
煌
写
本
の
研
究
者
の
視
野
に
入
る
こ
と
は
無
く
、
道
策・

道
榮
の
〈
法
華
疏
〉
が
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
そ
こ
で
〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
と
い
う
仮
説
モ
デ
ル
を
提
起
し
て
、
隋・

唐
の
都・

長
安
仏
教
に
お
け
る
〈
法
華
疏
〉
の
成
立
史
を
描
き
、
そ
こ
に
道
策・

道
榮
の
〈
法
華
疏
〉
を
位
置
づ
け
た
。
慧
浄
『
法
華
纉

述
』
こ
そ
が
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
と
基
『
法
華
玄
賛
』
の
間
を
繋
ぐ
〈
法
華
疏
〉
で
あ
り
、『
道
策
法
華
疏
』
も
ま
た
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』

を
独
自
に
参
照
し
な
が
ら
『
法
華
纉
述
』
に
関
連
す
る
文
献
で
あ
る
。『
法
華
纉
述
』
と
『
道
策
法
華
疏
』
の
成
立
順
序
は
現
在
確
定
で
き

な
い
。
し
か
し
共
に
『
法
華
義
疏
』
を
参
照
し
、〈
法
華
疏
〉
に
一
時
代
を
築
い
た
こ
と
は
疑
い
を
得
な
い
。

　

改
め
て
考
え
て
み
た
い
の
は
、
吉
蔵
の
重
要
性
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
が
中
国
国
内
だ
け
で
な
く
、
国
外
に
も
影
響
力
を
留
め
た
の
は

都
長
安
に
移
住
し
、
最
新
の
漢
訳
文
献
の
研
究
を
怠
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
吉
蔵
の
著
作
は
長
安
を
起
点
に
し
て
韓
国
や
日
本
に

も
伝
播
し
、
影
響
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
は
、
元
暁
（
六
一
七
～
六
八
六
）
の
『
法
華
宗
要
』
は
吉
蔵
『
法
華
玄
論
』
と
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『
法
華
遊
意
』
を
多
分
に
利
用
し
、『
法
華
義
疏
』
を
用
い
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
れ
は
同
じ
吉
蔵
の
影
響
下
に
あ
る
『
法
華
纉
述
』
や
『
道

策
法
華
疏
』
と
対
照
的
な
傾
向
で
あ
る
。『
道
策
法
華
疏
』
は
専
ら
『
法
華
義
疏
』
に
依
拠
し
、
今
の
段
階
で
は
『
法
華
玄
論
』『
法
華
遊

意
』
の
痕
跡
を
見
出
せ
な
い
。

　

吉
蔵
に
比
し
て
智
顗
は
長
安
仏
教
界
で
は
引
用・

言
及
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
日
本
の
評
価
と
は
異
な
り
、
中
国
で
は
マ
イ
ナ
ー
な
存

在
で
あ
る
印
象
が
際
立
つ
。
現
在
、『
法
華
纉
述
』『
道
策
法
華
疏
』
に
は
智
顗
〈
法
華
疏
〉
の
影
響
は
皆
無
で
あ
り
、
隋・

唐
の
成
立
に

よ
っ
て
中
国
仏
教
の
中
心
地
は
北
地
、
特
に
長
安
中
心
に
転
換
し
た
か
ら
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
隋・

唐
時
代
に
な
る
と
智
顗
を
含
む
南
地

の
仏
教
思
想
は
中
国
の
一
地
方
の
仏
教
に
留
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
大
き
な
見
通
し
を
立
て
て
お
け
ば
、
隋
代
に
は
浄
影
寺
慧
遠
（
五

二
三
～
五
九
二
）
を
含
む
六
大
徳
が
長
安
仏
教
界
の
基
礎
を
作
り
、
そ
の
慧
遠
の
著
作
を
批
判
し
な
が
ら
継
承
し
た
の
が
、
南
地
出
身
の

吉
蔵
で
あ
る
。
さ
ら
に
慧
浄・

道
策
（
道
榮
）
が
吉
蔵
を
継
承
し
、
基
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
。

　

興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
中
国
仏
教
思
想
史
の
展
開
は
、
六
世
紀
初
頭
か
ら
始
ま
る
イ
ン
ド
瑜
伽
行
派
の
漢
訳
史
に
ほ
ぼ
対
応

す
る
。
第
一
期
は
洛
陽
（
北
魏
）・

鄴
（
東
魏・
北
斉
）
を
拠
点
と
し
た
菩
提
流
支
（
道
希
、Bohiruci

、
～
五
〇
八
～
五
三
五
～

）
11
（

）・

勒

那
摩
提
（
宝
意
、Ratnam

ati

）
の
時
代
、
第
二
期
は
南
地
で
翻
訳
し
た
真
諦
（
拘
那
羅
陀
、
親
依
、
波
羅
末
陀
、Param

ārtha

、
四
九

九
～
五
六
九

）
11
（

）、
第
三
期
は
長
安
を
拠
点
と
し
た
波
羅
頗
蜜
多
羅
（
波
羅
頗
迦
羅
蜜
多
羅
、Prabhākaram

itra

）
1（
（

）
の
時
代
、
第
四
期
は
長

安
を
拠
点
と
し
た
玄
奘
（
六
〇
二
～
六
六
四

）
11
（

）
の
時
代
で
あ
る
。
第
一
期
か
ら
第
二
期
に
か
け
て
そ
の
地
で
活
躍
し
た
の
が
慧
遠
と
吉
蔵

で
あ
り
、
同
様
に
第
三
期
は
慧
浄
（
お
そ
ら
く
道
策・

道
榮
も
）、
第
四
期
は
基
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
六
世
紀
初
か
ら
七
世
紀

末
に
至
る
ま
で
中
国
の
仏
教
は
北
地
中
心
に
展
開
し
、
イ
ン
ド
瑜
伽
行
派
の
強
い
影
響
下
で
開
花
し
た
の
で
あ
る

）
11
（

。
中
国
の
〈
法
華
疏
〉

を
智
顗・

吉
蔵
を
中
心
に
語
る
こ
と
や
、
中
国
仏
教
の
精
華
を
「
天
台・

華
厳
」
で
語
る
こ
と
は
多
分
に
、
平
安
期
以
後
の
日
本
仏
教
の
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視
点
を
中
国
に
投
影
し
た
も
の
だ
と
、
私
は
考
え
る

）
11
（

。
付
言
し
て
お
け
ば
、
い
わ
ゆ
る
浄
土
教
も
禅
宗
も
北
地
に
淵
源
も
持
ち
、
隋・

唐

以
降
は
長
安
仏
教
界
で
主
導
的
な
地
位
を
確
立
し
た
も
の
が
国
内
の
み
な
ら
ず
国
外
ま
で
も
伝
播
し
、
読
み
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
『
道
策
法
華
疏
』
を
〈
法
華
疏
〉
の
成
立
史
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
慧
浄
『
法
華
纉
述
』
を
中
心
と
し
た
〈
紀
国
寺
法
華

文
献
群
〉
と
い
う
仮
説
が
必
要
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

注（
１
）	

以
下
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
註
釈
書
全
般
を
〈
法
華
疏
〉、『
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
』
の
註
釈
書
を
含
む
場
合
は
〈
法
華
章
疏
〉
と
表
記
す
る
。

（
２
）	

一
般
に
慧
浄
の
卒
年
は
、
彼
の
『
般
若
心
経
疏
』
の
所
釈
、
玄
奘
訳
『
般
若
心
経
』
の
訳
出
年
代
（
六
四
九
）
以
後
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
『
法
華
纉
述
』
に
玄
奘
訳
『
大
毘
婆
沙
論
』
ら
し
き
言
及
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
訳
出
年
代
（
六
五
九
）
以
後
と
改
め
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
資
料
篇
に
て
紹
介
す
る
予
定
。

（
３
）	

凝
然
は
「
道
策
云
」「
策
云
」
と
し
て
引
用・

言
及
す
る
の
で
、
書
名
は
確
定
で
き
な
い
が
『
道
策
法
華
疏
』
と
便
宜
的
に
表
記
す
る
。

（
４
）	

時
期
は
二
〇
一
九
年
秋
頃
と
記
憶
。
翌
三
月
頃
、
私
は
『
法
華
纉
述
』
を
含
む
〈
法
華
疏
〉
に
通
暁
し
て
い
る
金
炳
坤
氏
に
共
同
研
究
を
提

案
し
、
金
炳
坤
氏
に
快
諾
し
て
い
た
だ
い
た
。
役
割
分
担
と
し
て
は
、
私
が
論
文
篇
（
本
論
文
）
を
執
筆
し
、
金
炳
坤
氏
が
資
料
篇
（
逸
文
収

集
）
を
担
当
す
る
。
そ
し
て
、
調
査
上
判
明
し
た
全
て
の
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
た
だ
し
本
論
文
と
同
時
に
資
料
篇
は
提
供
で

き
な
い
。

（
５
）	

福
原
隆
善
「
凝
然
と
法
華
経
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
二
巻
第
二
号
、
一
九
七
四
年
）。
本
福
原
論
文
六
八
六
頁
に
よ
れ
ば
、『
慧
光

記
』
所
引
の
「
道
策
法
華
疏
」（
六
三
回
）
は
法
雲
を
凌
ぎ
、
極
め
て
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）	

金
炳
坤
氏
の
学
恩
に
感
謝
の
気
持
ち
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

（
７
）	

貞
慶
『
法
華
開
示
抄
』
に
お
け
る
道
栄
『
法
華
賛
述
』
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
金
炳
坤
「
憬
興
撰
『
法
華
経
疏
』
の
逸
文
に
つ
い
て
」（『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
二
巻
第
一
号
、
二
〇
一
三
年
）
五
〇
四
頁
参
照
。
同
「
慧
浄
述
『
妙
法
蓮
華
経
纉
述
』
の
敦
煌
本
に
つ
い
て
」（『
身

延
山
大
学
仏
教
学
部
紀
要
』
第
二
一
号
、
二
〇
二
〇
年
）
四
四
―
四
五
頁
で
は
、
福
原
論
文
に
お
け
る
「
道
榮
」
と
『
法
華
経
疏
（S.4107

）』
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の
指
摘
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
金
炳
坤
氏
と
私
の
共
同
研
究
の
成
果
を
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
８
）	

福
原
前
掲
論
文
（
前
註
５
）
六
八
九
―
六
九
〇
頁
参
照
。

（
９
）	『
東
域
伝
灯
目
録
』「
同
疏
七
卷
〈（
道
榮
（
宋
）
撰
內
云
『
贊
述
』
可
入
三
論
宗
〉」（
大
正
五
五
、
一
一
四
九
中
一
六
）。

（
10
）	
金
炳
坤
「
紀
国
寺
慧
浄
の
『
法
華
経
纉
述
』
考
⑵
―
韓
国
の
現
存
本
を
も
と
に
―
」（『
身
延
論
叢
』
第
一
七
号
、
二
〇
一
二
年
）
五
四
頁
、

同
「
西
域
出
土
法
華
章
疏
の
基
礎
的
研
究
」（『
仏
教
学
レ
ビ
ュ
ー
』
第
一
三
号
、
二
〇
一
三
年
）
六
九
―
七
八
頁
参
照
。

（
11
）	

前
註
４
参
照
。

（
12
）	

金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
10・

前
者
）
三
三
頁
。

（
13
）	

紀
国
寺
慧
浄
に
つ
い
て
は
、
櫻
井
唯
「
紀
国
寺
慧
浄
の
著
作
に
つ
い
て
」（『
論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』
第
二
八
号
、
二
〇
二
〇
年
）
参

照
。
本
論
文
は
慧
浄
の
全
著
作
の
研
究
史
を
整
理
し
て
い
て
有
益
で
あ
る
。『
法
華
纉
述
』
に
つ
い
て
は
金
炳
坤
氏
の
研
究
を
整
理
し
な
が
ら
櫻

井
氏
の
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い
る
（
一
三
―
一
七
頁
）。
こ
れ
に
対
す
る
金
炳
坤
氏
の
反
論
は
、
金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
７・

後
者
）
四
四
―

四
五
頁
参
照
。

（
14
）	

問
題
意
識
そ
の
も
の
は
、
金
炳
坤
氏
が
「『
纉
述
』
は
、
作
者
不
詳・

不
知
題
の
西
域
出
土
法
華
章
疏
の
解
明
に
繋
が
る
、
正
し
く
そ
の
糸
口

に
な
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
部
分
に
始
ま
る
。
金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
10・

後
者
）
七
〇
頁
。〈
法
華
纉
述
文
献
群
〉
と
い
う
名
称
を
避
け

た
の
は
、『
法
華
纉
述
』
の
異
本
群
の
研
究
と
誤
解
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。

（
15
）	

近
年
、
中
国
に
お
け
る
「
宗
派
」
を
「
学
派
」
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
流
行
し
て
い
る
が
、「
宗
派
」「
学
派
」
の
定
義
の
無
い
ま
ま
の
単
な

る
言
い
換
え
に
過
ぎ
な
い
印
象
を
受
け
る
。
一
番
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
の
枠
組
を
越
え
て
文
献
間
の
共
通
性
を
読
み
解
く
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
れ
無
し
に
「
宗
派
」
を
「
学
派
」
に
言
い
換
え
て
も
、
宗
派
史
観
を
克
服
し
て
新
し
い
仏
教
文
献
成
立
史・

思
想
史
は
構
築
で
き
な
い
だ
ろ

う
。
私
の
「
宗
派
」
の
定
義
は
、
岡
本
一
平
「
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
宗
派
の
形
成
と
展
開
」（『
동
아
시
아 

종
파
불
교
―
역
사
적 

현
상
과 

개

념
적 

이
해
―
（
東
ア
ジ
ア
宗
派
仏
教
―
歴
史
的
現
象
と
概
念
的
理
解
―
）』
所
収
、
金
剛
大
学
校
仏
教
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
）
一
九
三
―

二
四
四
頁
参
照
。

（
16
）	

金
炳
坤
「
西
域
出
土
法
華
章
疏
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
一
巻
第
一
号
、
二
〇
一
二
年
）
四
八
二
頁
、
同
「
紀
国
寺
慧
浄

の
『
法
華
経
纉
述
』
考
⑴
―
新
発
見
の
史
料
を
も
と
に
―
」（『
身
延
論
叢
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
前
掲
論
文
（
前
註
７・

後
者
、
10・

前
者
）
参
照
。
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（
17
）	

金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
16
）
参
照
。

（
18
）	『
法
華
経
疏
（S.4107

）』
の
先
行
研
究
は
二
つ
の
傾
向
に
大
別
さ
れ
る
。
第
一
は
矢
吹
慶
輝
氏・

平
井
宥
慶
氏・

方
廣
錩
氏・

金
炳
坤
氏・

櫻

井
唯
氏
（
前
註
13
）
の
敦
煌
写
本
の
研
究
。
そ
の
研
究
史
は
、
金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
10・

後
者
）
六
一
―
六
三
頁
、
七
一
―
七
八
頁
参
照
。

第
二
は
、
福
原
隆
善
氏
の
日
本
撰
述
文
献
に
残
さ
れ
た
逸
文
と
の
照
合
で
あ
る
（
前
註
５
）。
福
原
論
文
は
平
井
宥
慶
氏
に
先
行
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
敦
煌
写
本
の
研
究
に
活
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
19
）	『
法
華
問
答
（S.2662

）』
の
先
行
研
究
は
金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
10・

後
者
）
に
詳
し
い
。
本
書
は
吉
蔵
と
慧
浄
の
名
前
を
挙
げ
る
。

（
20
）	『
法
華
経
疏
（BD

05811

〈
菜
一
一
〉）』
の
先
行
研
究
は
、
平
井
宥
慶
「
無
名
の
『
法
華
経
』
研
究
者
た
ち
」（
塩
入
良
道
先
生
追
悼
論
文
集

刊
行
会
編
『
天
台
思
想
と
東
ア
ジ
ア
文
化
の
研
究
』
所
収
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
九
一
年
）
三
七
七
―
三
七
九
頁
、
金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前

註
10・

後
者
）
参
照
。

（
21
）	

道
策・

道
榮
〈
法
華
疏
〉
の
先
行
研
究
は
、
福
原
前
掲
論
文
（
前
註
５
）、
金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
７
）
参
照
。

（
22
）	

金
炳
坤
「
義
寂
釈
義
一
撰
『
法
華
経
論
述
記
』
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
三
巻
第
一
号
、
二
〇
一
四
年
）
五
〇
九
―
五
〇

七
頁
参
照
。
金
炳
坤
氏
は
本
論
文
で
『
法
華
経
論
述
記
』
に
言
及・

引
用
さ
れ
る
慧
浄
『
法
華
纉
述
』
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
金
炳
坤・

桑

名
法
晃
「
義
寂
釈
義
一
撰
『
法
華
経
論
述
記
』
の
文
献
学
的
研
究
⑴
、
⑷
」（『
身
延
山
大
学
仏
教
学
部
紀
要
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
四
年
、
第

一
六
号
、
二
〇
一
五
年
）、
同
「
義
寂
釈
義
一
撰
『
法
華
経
論
述
記
』
の
文
献
学
的
研
究
⑵
」（『
身
延
論
叢
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
五
年
）、
金

炳
坤
「
義
寂
釈
義
一
撰
『
法
華
経
論
述
記
』
の
文
献
学
的
研
究
⑶
」（『
法
華
文
化
研
究
』
第
四
一
号
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。
五
分
釈
に
つ
い

て
は
、「
法
華
章
疏
に
お
け
る
五
分
釈
の
展
開
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
九
巻
第
二
号
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。
こ
こ
で
五
分
釈
の
「
敦

煌・

朝
鮮
半
島
」
の
タ
イ
プ
と
し
て
『
妙
法
蓮
華
経
論
義
（S.6494

）』、『
法
華
問
答
（S.2662

）』、『
法
華
経
論
述
記
』、
石
鼓
寺
智
雲
『
妙
経

文
句
私
志
記
』
を
紹
介
し
て
い
る
。S.6494

は
『
法
華
纉
述
』
の
抄
出
本
な
の
で
、
こ
こ
に
『
法
華
纉
述
』
も
含
ま
れ
る
。

（
23
）	

円
弘
『
妙
法
蓮
華
経
論
子
注
』
と
慧
浄・

義
寂
と
の
関
係
は
、
金
天
鶴
（
金
炳
坤
訳
）「
円
弘
は
新
羅
僧
侶
か
―
『
法
華
経
論
子
注
』
の
引
用

文
献
を
中
心
と
し
て
―
」（『
身
延
山
大
学
仏
教
学
部
紀
要
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
九
年
）
八
―
一
一
頁
参
照
。
そ
の
他
の
円
弘
研
究
は
、
金
炳

坤
「
円
弘
撰
『
妙
法
蓮
華
経
論
子
注
』
研
究
史
概
観
」（『
身
延
論
叢
』
第
二
五
号
、
二
〇
二
〇
年
）、
岡
本
一
平
「
円
弘
撰
『
円
弘
師
章
』
の
逸

文
研
究
」（
同
上
）、
金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
７・

後
者
）
五
九
頁
参
照
。

（
24
）	『
法
華
経
玄
賛
要
集
』
所
引
の
『
法
華
纉
述
』
に
つ
い
て
は
、
金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
10・

後
者
）
七
一
―
七
八
頁
参
照
。
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（
25
）	

福
原
前
掲
論
文
（
前
註
５
）
参
照
。

（
26
）	

菅
野
博
史
「
中
国
に
お
け
る
法
華
経
疏
の
研
究
史
に
つ
い
て
（
１
）、（
２
）」（『
創
価
大
学
人
文
論
集
』
第
六
号
、
一
九
九
四
年
、
第
二
二

号
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。
本
菅
野
論
文
二
篇
は
、
一
九
三
四
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
「
法
華
経
疏
」
に
関
す
る
重
要
な
三

一
点
の
著
作
を
年
代
順
に
整
理
し
て
お
り
、
大
変
有
益
で
あ
る
。「
菅
野
論
文
（
１
）」
で
は
、
整
理
に
際
し
て
、
中
国
の
「
法
華
経
疏
」
の
代

表
的
な
撰
述
者
と
し
て
、
竺
道
生
、
法
雲
、
吉
蔵
、
智
顗
（
灌
頂
）、
基
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
五
人
を
第
一
の
研
究
に

お
け
る
代
表
的
な
『
法
華
経
』
の
註
釈
家
と
見
做
し
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
菅
野
論
文
（
２
）」
で
は
、
こ
の
部
分
の
補
足
は

無
い
の
で
、
研
究
対
象
の
大
幅
な
変
更
は
無
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
顕
著
な
追
加
は
敦
煌
本
『
法
華
経
文
外
義
』
で
あ
る
。
ま
た
菅
野
博

史
「
中
国
法
華
経
疏
の
研
究
と
今
後
の
課
題
」（『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
四
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）
も
参
照
。
本
論
文
で
は
「
二　

敦

煌
写
本
の
法
華
経
疏
」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
、
敦
煌
出
土
〈
法
華
疏
〉
を
紹
介
し
て
い
る
。
研
究
論
文
と
し
て
は
平
井
宥
慶
「
敦
煌
文
献
よ
り

み
た
『
法
華
経
』
研
究
」（
田
賀
龍
彦
編
『
法
華
経
の
受
容
と
展
開
』
所
収
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
三
年
）、
方
廣
錩
「
敦
煌
遺
書
中
的
《
妙

法
蓮
華
經
》
及
有
關
文
獻
」（『
中
華
佛
學
學
報
』
第
十
期
、
一
九
九
七
年
）
を
紹
介
す
る
（
二
六
頁
）。
敦
煌
写
本
と
し
て
はS.2733

、S.4102

、

P.3308

、『
法
華
経
文
外
義
』、
龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
の
梁
代
の
〈
法
華
経
疏
〉
を
紹
介
し
て
い
る
。
第
一
の
研
究
は
余
り
に
も
多
い
の
で
、
す

べ
て
は
菅
野
氏
の
整
理
に
譲
ら
せ
て
い
た
だ
く
。

（
27
）	

平
井
俊
榮
『
法
華
文
句
の
成
立
に
関
す
る
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
八
五
年
）。

（
28
）	

末
光
愛
正
「『
法
華
玄
賛
』
と
『
法
華
義
疏
』」（『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
研
究
紀
要
』
第
一
七
号
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。『
法
華
義
疏
』
か

ら
『
法
華
玄
賛
』
へ
の
影
響
関
係
の
重
要
性
は
、
後
掲
平
井
書
（
後
註
31
）
で
確
認・

補
足
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
法
華
玄
賛
』
の
古
典
的
研

究
と
し
て
、
布
施
浩
岳
「
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
解
題
」（『
国
訳
一
切
経
』
経
疏
部
四
、
大
東
出
版
社
、
一
九
三
七
年
、
三
頁
）、
勝
呂
信
静
「
窺
基

の
法
華
玄
賛
に
お
け
る
法
華
経
解
釈
」（
坂
本
幸
男
編
『
法
華
経
の
中
国
的
展
開
』
所
収
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
二
年
）
参
照
。

（
29
）	

金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
16・

後
者
）
一
〇
九
頁
参
照
。『
法
華
経
玄
賛
要
集
』
巻
第
一
「
盛
傳
於
世
者
、
卽
天
台・

紀
國・

嘉
祥・

慈
恩

也
。
天
台
疏
名
『
文
句
』。
紀
國
名
『
讚
述
』。
嘉
祥
疏
名
『
義
記
』。
慈
恩
疏
名
『
玄
贊
』。
今
之
講
者
、
卽
慈
恩
疏
也
」（
新
続
三
四
、
一
七
一

中
八
―
一
〇
）。

（
30
）	

末
光
愛
正
「
吉
蔵
の
成
仏
不
成
仏
観
」（『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
四
五
号
、
一
九
八
七
年
）
二
七
五
頁
、
二
九
〇
頁
、
註
２
参

照
。
本
論
文
は
、
前
掲
末
光
論
文
（
前
註
28
）
の
成
果
を
受
け
な
が
ら
、
布
施
浩
岳
氏
が
『
法
華
玄
賛
』
に
『
法
華
玄
義
』『
法
華
文
句
』
が
参
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照
さ
れ
て
い
る
事
実
を
確
認
し
な
い
ま
ま
、『
法
華
玄
賛
』
成
立
の
動
機
に
「
天
台
家
に
対
す
る
対
抗
意
識
」
を
読
み
込
む
こ
と
の
問
題
を
指
摘

し
て
い
る
。
こ
の
布
施
説
へ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
後
掲
平
井
書
（
後
註
31
）
一
〇
九
頁
参
照
。

（
31
）	
平
井
俊
榮
『
法
華
玄
論
の
註
釈
的
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
八
七
年
）
一
〇
一
―
一
二
二
頁
参
照
。
平
井
氏
は
、
末
光
氏
（
前
註
28
）
が
提
示

し
た
吉
蔵
『
法
華
義
疏
』
か
ら
基
『
法
華
玄
賛
』
へ
の
影
響
を
与
え
た
文
章
を
再
掲
し
（
一
〇
九
―
一
一
二
頁
）、
さ
ら
に
七
種
の
文
章
を
補
足

し
て
い
る
（
一
一
四
―
一
二
二
頁
）。
そ
の
補
足
に
際
し
て
、
平
井
氏
は
「
今
後
こ
う
し
た
事
例
が
さ
ら
に
加
え
ら
れ
て
、『
玄
賛
』
と
『
義
疏
』

と
の
関
係
に
つ
い
て
新
た
な
研
究
の
進
展
が
期
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
（
一
一
四
頁
）。
こ
の
他
に
『
法
華
玄
賛
』

は
吉
蔵
『
法
華
玄
論
』
を
「
故
意
に
無
視
し
た
」
と
論
じ
て
い
る
（
一
一
三
頁
）。

（
32
）	

奥
野
光
賢
『
仏
性
思
想
の
展
開
―
吉
蔵
を
中
心
と
し
た
『
法
華
論
』
受
容
史
―
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、「
第
一
篇・

第
三
章　

吉
蔵

の
声
聞
成
仏
思
想
」
九
五
―
一
七
一
頁
参
照
。
私
は
、
前
掲
末
光
論
文
（
前
註
28
）
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
奥
野
書
（
九
七
頁
、
一
五
四
頁
、

註
12
、
13
、
14
）
を
介
し
て
知
っ
た
。
ま
た
、
中
国
に
お
け
る
一
分
不
成
仏
と
一
切
皆
成
仏
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
末
光・

奥
野
論
争
を

再
考
す
べ
き
で
あ
る
。
簡
単
な
私
見
に
つ
い
て
は
、
岡
本
一
平
「
浄
影
寺
慧
遠
の
二
蔵
説
の
形
成
―
達
摩
鬱
多
羅
「
釈
教
迹
義
」
と
慧
遠
『
勝

鬘
義
記
』―
」（『
東
洋
学
研
究
』
第
五
四
号
、
二
〇
一
七
年
）
二
三
頁
、
註
21
参
照
。

（
33
）	

松
森
秀
幸
氏
は
、『
法
華
玄
賛
』
と
敦
煌
本
『
法
花
行
儀
』（
羽
一
一
）
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
、
七
世
紀
後
半
の
長
安
に
お
け
る
〈
法
華
疏
〉

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
松
森
秀
幸
「
杏
雨
書
屋
所
蔵
『
法
花
行
儀
』
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
六
巻
第
一
号
、
二
〇
一
七

年
）
参
照
。

（
34
）	

平
井
俊
榮
「
嘉
祥
大
師
吉
蔵
の
基
礎
的
研
究
―
著
述
の
前
後
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
一
四
巻
第
二
号
、
一
九
六

六
年
）
六
八
九
頁
、
同
「
中
国
三
論
宗
の
歴
史
的
性
格
（
下
）
―
吉
蔵
と
智
顗・

隋
唐
新
仏
教
者
と
し
て
の
意
識
と
思
想
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
駒

沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
二
六
号
、
一
九
六
八
年
）
一
一
八
頁
参
照
。

（
35
）	

吉
蔵
『
法
華
統
略
』
巻
上
本
「
昔
在
會
稽
。
著
此
經
玄
文
。
凡
二
十
卷
。
中
居
京
兆
。
錄
其
要
用
裁
爲
七
軸
」（
新
続
二
七
、
四
三
八
下
九
―

一
〇
）。
横
超
慧
日
「
法
華
義
疏
解
題
」（
同
訳
註
『
法
華
義
疏
』、『
国
訳
一
切
経
』
経
疏
部
三
、
大
東
出
版
社
、
一
九
三
九
年
）
六
頁
。
前
掲

平
井
書
（
前
註
31
）
六
八
八
頁
参
照
。

（
36
）	

横
超
慧
日
氏
が
吉
蔵
〈
法
華
疏
〉
の
成
立
順
序
を
推
定
し
て
以
来
、『
法
華
玄
論
』『
法
華
義
疏
』
は
こ
の
順
序
で
会
稽
嘉
祥
寺
時
代
（
五
八

九
年
頃
）
の
著
作
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
根
拠
は
『
法
華
統
略
』
巻
上
本
「
昔
在
會
稽
。
著
此
經
玄
文
。
凡
二
十
卷
。
中
居
京
兆
。
錄
其
要
用
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裁
爲
七
軸
」（
新
続
二
七
、
四
三
八
下
九
―
一
〇
）。
し
か
し
現
行
本
『
法
華
義
疏
』
に
長
安
の
語
が
三
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
例
（
第
一
例
、

第
二
例
）
は
、
吉
蔵
が
長
安
に
住
居
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
の
で
、
吉
蔵
は
長
安
に
お
い
て
『
法
華
義
疏
』
を
改
稿
し
て
い
る
と

推
定
す
る
。
第
一
例
は
『
法
華
義
疏
』
巻
第
七
に
「
此
の
長
安
の
地
で
は
買
を
呼
ん
で
賈
と
す
る
。
か
な
ら
ず
し
も
書
籍
に
依
拠
す
る
必
要
は

な
い
。（
此
長
安
地
呼
買
爲
賈
。
不
必
依
書
典
也
）」（
大
正
三
四
、
五
五
五
上
一
〇
）
と
あ
る
。「
此
長
安
地
」
と
い
う
表
現
は
、
吉
蔵
自
身
が

ま
さ
に
長
安
に
住
居
し
『
法
華
義
疏
』
を
改
稿
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
第
二
例
は
巻
第
三
に
「
木
樒
者
。
形
似
白
檀
。
微
有
香
氣
。
長
安
親

見
之
」（
同
、
五
〇
五
上
一
二
―
一
三
）
と
あ
る
。
こ
の
「
長
安
に
お
い
て
親
し
く
こ
れ
（
木
樒
）
を
見
た
」
も
同
様
の
問
題
を
示
唆
す
る
。
第

三
例
は
巻
第
十
に
「
長
安
『
旧
羅
什
経
本
』
無
「
一
塵
一
劫
」」（
同
、
六
〇
四
中
二
四
―
二
五
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
吉
蔵
の
長
安
時
代
の
記
事

と
も
読
め
る
が
、
経
典
は
移
動
で
き
る
の
で
確
定
は
で
き
な
い
。
前
掲
横
超
書
（
前
註
35
）
で
は
第
一
例
＝
註
記
な
し
（
経
疏
部
三
、
三
二
一

頁
）、
第
二
例
＝
註
記
な
し
（
経
疏
部
三
、
一
七
七
頁
）、
第
三
例
＝
注
記
な
し
（『
国
訳
一
切
経
』
経
疏
部
五
大
東
出
版
社
、
一
九
三
九
年
、
五

七
頁
）。

（
37
）	

金
炳
坤
氏
以
前
の
敦
煌
写
本
の
研
究
は
、
同
氏
の
研
究
を
参
照
。

（
38
）	

平
井
宥
慶
「
敦
煌
本・

法
華
経
疏
の
諸
相
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
第
五
号
、
一
九
七
七
年
）。
本
論
文
で
は
敦
煌
出
土
の
〈
法
華
疏
〉
一

五
種
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
〈
紀
国
寺
法
華
文
献
群
〉
と
見
做
せ
る
の
は
次
の
四
種
。『
法
華
経
疏
（S.4107

）』（
六
四
―
六
五
頁
）、

『
妙
法
蓮
華
経
論
義
（S.6494

）』（
六
五
―
六
六
頁
）、『
法
華
経
疏
（BD

05811

〈
菜
一
一
〉）』（
六
六
頁
）、『
法
華
問
答
（S.2662

）』（
六
八

頁
）。
平
井
前
掲
論
文
（
前
註
20
）。
本
論
文
は
、『
法
華
経
疏
（S.4107

）』
と
『
法
華
経
疏
（BD

05811

〈
菜
一
一
〉）』
と
の
密
接
な
関
係
を
論

証
し
た
。
そ
の
他
の
平
井
宥
慶
氏
の
〈
法
華
疏
〉
関
連
論
文
に
つ
い
て
は
、
金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
10・

後
者
）
を
参
照
。

（
39
）	

末
光
前
掲
論
文
参
照
。

（
40
）	『
法
華
玄
賛
』
巻
第
一
末
「
淨
法
師
云
。
初
一
品
名
序
分
、
次
十
九
品
名
正
宗
。
神
力
品
下
有
八
品
名
流
通
。
雖
有
此
判
、
不
釋
其
所
由
也
」

（
大
正
三
四
、
六
六
一
中
八
―
一
〇
）。
こ
の
言
及
に
つ
い
て
は
、
金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
７・

後
者
）
八
〇
―
八
一
頁
参
照
。

（
41
）	

福
原
前
掲
論
文
（
前
註
５
）
一
五
五
頁
、
一
五
八
頁
、
註
13
参
照
。

（
42
）	

福
原
前
掲
論
文
（
前
註
５
）
一
五
五
頁
参
照
。

（
43
）	

金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
10・

前
者
）
四
四
―
四
五
頁
、
七
一
―
七
二
頁
、
註
61・

62
参
照
。

（
44
）	

平
井
前
掲
論
文
（
前
註
20
）
三
七
七
―
三
七
九
頁
、
金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
10・
後
者
）
六
三
頁
参
照
。
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（
45
）	「
古
人
」
は
未
詳
。
横
超
慧
日
前
掲
訳
註
（
前
註
35
）
二
四
二
頁
に
、「
古
人
」
に
対
す
る
註
記
は
な
い
。
行
満
集
『
天
台
涅
槃
疏
私
記
』
巻

第
五
に
「
丹
枕
者
。
古
人
練
丹
爲
枕
。
欲
求
長
生
。
枕
之
而
臥
也
」（
新
続
三
七
、
二
一
四
下
一
）
と
あ
る
。

（
46
）	
金
炳
坤
前
掲
論
文
（
前
註
10・

前
者
）
四
六
―
四
七
頁
、
七
五
頁
、
註
78
参
照
。

（
47
）	『
法
華
義
記
』
巻
第
五
「「
商
估
賈
客
」
者
、
商
估
之
徒
、
本
買
賤
求
貴
」（
大
正
三
三
、
六
三
五
上
一
四
）。

（
48
）	

前
註
47
参
照
。

（
49
）	

菩
提
流
支・
勒
那
摩
提
の
共
訳
に
つ
い
て
は
、
大
竹
晋
校
注
『
十
地
経
論
』（『
新
国
訳
大
蔵
経
』
釈
経
論
部
16
、
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）

所
収
、「
解
題
」
一
三
―
四
五
頁
参
照
。

（
50
）	

真
諦
に
つ
い
て
は
、
船
山
徹
編
『
真
諦
三
蔵
研
究
論
集
』（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（
51
）	

波
羅
頗
蜜
多
羅
（
波
羅
頗
迦
羅
蜜
多
羅
）
に
つ
い
て
は
、
袴
谷
憲
昭・

荒
井
裕
明
校
注
『
大
乗
荘
厳
経
論
』（『
新
国
訳
大
蔵
経
』
瑜
伽・

唯

識
部
12
、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
三
年
）
所
収
、
袴
谷
「
解
題
」
一
―
六
四
頁
参
照
。

（
52
）	

玄
奘
に
つ
い
て
は
、
桑
山
正
進・
袴
谷
憲
昭
『
玄
奘
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
一
年
）、
吉
村
誠
『
中
国
唯
識
思
想
史
研
究
―
玄
奘
と
唯
識
学

派
―
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
53
）	

イ
ン
ド
瑜
伽
行
派
に
つ
い
て
は
、
袴
谷
憲
昭
「
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
に
お
け
るY

ogācāra

の
位
置
」（
同
『
唯
識
思
想
論
考
』
所
収
、
大
蔵

出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
二
―
七
〇
頁
参
照
。

（
54
）	

常
盤
大
定
『
支
那
佛
教
の
研
究　

第
一
』（
初
版・
春
秋
社
、
一
九
三
八
年
、
復
刻
版・

名
著
普
及
会
、
一
九
七
九
年
）
三
―
一
一
頁
参
照
。

常
盤
氏
は
こ
こ
で
有
名
な
中
国
仏
教
史
の
五
区
分
（
伝
訳
時
期
、
研
究
時
期
、
建
設
時
期
、
実
行
時
期
、
継
紹
時
期
）
を
提
示
し
、
建
設
時
期

に
お
い
て
「
特
に
天
華
の
二
宗
は
、
支
那
佛
教
教
學
の
精
華
と
言
う
べ
し
」（
九
頁
）
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
天
台・

華
厳
」
を
中
国
仏
教

の
「
精
華
」
と
見
做
す
こ
と
は
、
鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
）
に
受
け
継
が
れ
、
本
書
の
四
部
（
伝
来
と
受
容
、

発
展
と
定
着
、
完
成
と
盛
大
、
実
践
と
浸
透
）
の
構
成
は
、
常
盤
氏
の
五
区
分
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
る
。
常
盤・

鎌
田
両
氏
の
中
国
仏

教
史
観
に
つ
い
て
、
余
り
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
機
会
を
待
っ
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
今
言
え
る
こ
と
は
二
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、

両
氏
の
視
点
で
は
南
北
朝
末
か
ら
初
唐
に
か
け
て
、
北
地
を
中
心
に
イ
ン
ド
瑜
伽
行
派
文
献
が
漢
訳
さ
れ
、
そ
れ
が
こ
の
時
期
の
仏
教
諸
思
想

に
継
続
的
に
影
響
を
与
え
続
け
た
点
が
曖
昧
に
な
る
。
第
二
に
、
い
わ
ゆ
る
「
天
台
宗
」
は
長
安
を
中
心
に
し
た
北
地
に
殆
ど
影
響
を
与
え
て

い
な
い
こ
と
を
見
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
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〈
キ
ー
ワ
ー
ド	

〉
道
策
、
道
榮
、
法
華
疏
、
紀
国
寺
法
華
文
献
群
、
紀
国
寺
慧
浄
、『
法
華
纉
述
』、
吉
蔵
、『
法
華
義
疏
』、
基
、『
法
華
玄
賛
』、
凝

然
、『
法
華
疏
慧
光
記
』
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